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挨 拶

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 理事長 村 上 信 五

皆さんこんにちは。村上でございます。

本日はお休みのところ、学校保健全国代表者会議ならびに学校保健研修会にご参集いただき、どうもあり

がとうございました。今朝は時から別の委員会の全国会議があり、丁度この会場で挨拶をする分前、

時分頃に急に強い地震が起こりました。また、北陸で地震かと思いましたが、震源地は東京のようで震度

も程度の地震でした。今年は年始から能登半島地震や羽田空港での飛行機火災など大きな災害や事故が発

生しておりますが、学会としては気を引き締めて運営していきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。

さて、本日は日本医師会、日本学校保健会、文部科学省からご来賓をお招きしております。日本医師会常

任理事の神村裕子先生、日本学校保健会専務理事の弓倉整先生、文部科学省の堤俊太郎先生、本日はお忙し

い中、ご臨席いただき本当にありがとうございました。後ほどご挨拶よろしくお願いいたします。

この学校保健全国代表者会議と研修会は時間半と全国会議の中で最も長い会議になっています。昨年は

耳鼻咽喉科学校健診の在り方 Part と題して協議していただき、今回もアフターコロナに向けて学校健診

の在り方について協議していただけるということです。そしてもうつ、今回は研修会としてヘッドホン・

イヤホン難聴を取り上げていただいております。これに関しては WHO も、近い将来、全世界で億人の

若者が難聴にさらされていると警鐘を鳴らしており、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会は学会として啓発する

必要があると考えているところでございます。現在、学会として騒音性難聴を担当する産業・環境保健委員

会の中にヘッドホン・イヤホン難聴 WG を立ち上げ、本日講演される松延先生に委員長をお願いして活動

していただいております。また、今年の月には学会として AC ジャパンの広告を活用した難聴の啓発キャ

ンペーンを始める予定でございます。まずは難聴と認知症の啓発から始め、その次にヘッドホン・イヤホン

難聴の啓発も行っていきたいと思いますので、本日の研修会が実りあるものになりますようよろしくお願い

いたします。
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来 賓 挨 拶

日本医師会常任理事 神 村 裕 子

挨拶に先立ちまして、このたびの能登半島地震に被災された全ての皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

日本医師会では発災直後より、会内に災害対策本部を設置し、担当役職員らを現地に派遣する中で、石川

県医師会をはじめとする被災地との緊密なる連携のもと、支援にあたっております。

今後も引き続き、医療を通じた支援、復興に努めてまいりますので、本日お集まりの皆様におかれまして

も、特段のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

令和年度日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本臨床耳鼻咽喉科医会「学校保健全国代表者会議ならびに

学校保健研修会」の開催にあたり、日本医師会の学校保健担当役員として一言ご挨拶申しあげます。

本日ご参集の先生方におかれましては、日頃、耳鼻咽喉科領域を中心に各地域や学校現場において学校保

健活動の推進にご尽力いただき、誠に有難うございます。

また、日本臨床耳鼻咽喉科医会からは、理事である朝比奈紀彦先生が今期の日本医師会学校保健委員会の

委員としてご参画いただいておりますこと、感謝申しあげます。

さて、年半以上にわたったコロナ禍の間に、運動不足による運動器の問題、スクリーンタイムの増加に

よる近視や睡眠不足の問題、いじめ・不登校・自殺等の問題、家庭環境の問題、その他多くの複雑な問題や

課題が生まれています。このような課題を解決し、子どもたちの健康を守るためには、学校医の関わりが欠

かせません。

一方、学校保健活動の推進に関する課題の一つに「学校健診」があります。地域によっては学校医が充足

しておらず、今後、どのように健診を行えば児童生徒の健康管理に寄与することができるか、考えていかな

ければなりません。

本日は「耳鼻咽喉科学校医配置状況等の全国調査結果について」のご報告があるとうかがっております。

本会としても貴重な情報として参考にさせていただきたいと存じます。

また、本日のプログラム最後は「ヘッドホン・イヤホン難聴について」の研修会となっています。通学中

にスマホで音楽や動画を楽しむ生徒も増えていますが、ヘッドホン難聴は回復が困難であり、子どもたちの

将来に重大な影響を及ぼしかねません。大変意義のある研修であると拝察いたしました。

本会といたしましては、このような重要な活動をされている皆様方との連携を強化しながら、学校保健の

向上に向けて邁進してまいりたいと存じます。今後とも、よろしくお願い申し上げます。

結びとなりますが、本会議の開催にあたりご尽力いただきました、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 村上

信五理事長、日本臨床耳鼻咽喉科医会 福與 和正会長をはじめ関係者の皆様に心より敬意を表しますとと

もに、本会議ならびに研修会の成果が、今後の我が国の学校保健の向上と推進に大きく反映されますことを

心より祈念して、挨拶とさせていただきます。

公益財団法人日本学校保健会専務理事 弓 倉 整

はじめに、この度の令和年能登半島地震において亡くなられた方々、ご遺族の方に深くお悔やみを申し

上げます。また、被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

「令和年度日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本臨床耳鼻咽喉科医会 学校保健全国代表者会議ならび

に学校保健研修会」が開催されるに当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。本日ご参加の皆様には、日

頃、学校医として学校保健推進に熱心にお取り組みいただいておりますことに、心から感謝申し上げます。

さて、今年度、貴学会学校保健委員会では、令和・年度の調査結果から浮き彫りになった問題点や課

題を踏まえ、「今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について Part 」に関するアンケート調査を実施され

ました。本代表者会議においても、協議が行われますことに感謝申し上げます。また、多くの耳鼻咽喉科学
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校医の皆様が健康教育の重要性を認識され、様々な課題を抱えてご苦労いただいている状況を拝察し、改め

て貴会のご努力に心から敬意を表します。

近年、社会環境や生活環境の急激な変化が子供たちの心身の健康に大きな影響を与え、様々な教育課題が

生じております。耳鼻咽喉科に関する健康課題についても、ヘッドホン・イヤホン難聴など現代的な健康課

題が発生しており、具体的な対策が求められております。これらの課題を解決するためには、学校と医療専

門家との組織的連携が極めて重要であり、耳鼻咽喉科学校医の役割は益々重要になってきております。今後

とも、学校保健、健康教育の推進にご尽力くださいますようお願い申し上げます。

本会は文部科学省の指導、協力の下、様々な学校保健の事業を推進しております。今年度は新規事業とし

て、「学校において予防すべき感染症の解説」改訂版の作成、学校保健に関する喫緊の課題に対応するため

の「学校保健研修会」の開催を行うとともに、「保健室利用状況調査」報告書作成等を進めています。また、

地域の感染症リアルタイムサーベイランスである「学校等欠席者・感染症情報システム」と校務支援システ

ムとの連携事業を進めるとともに、感染状況が地図上に反映される「マップビュー」を充実させ、サーベイ

ランスとしての機能の充実を図っております。今後も学校保健の向上発展に力を尽くして参りますので、引

き続きご支援とご協力を賜りますようお願いたします。

結びに、本研修会の開催に当たり、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本臨床耳鼻咽喉科医会各位に敬意

を表し、重ねて感謝申し上げますとともに、本研修会の盛会を祈念し、挨拶いたします。

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課学校保健対策専門官 堤 俊太郎

令和年度学校保健全国代表者会議ならびに学校保健研修会の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

まず、本日お集りの皆様には、日頃から学校保健の充実のため御尽力いただいておりますことに、厚く御

礼申し上げます。

近年の社会環境や生活様式の急激な変化は、児童生徒等の心身の健康に大きな影響を与え、肥満・痩身、

生活習慣の乱れ、感染症の感染拡大、メンタルヘルスの問題、アレルギー疾患の増加、性に関する問題な

ど、多様な課題が生じています。また、心身の不調の背景には、いじめや不登校、貧困などの問題が関わっ

ていることもあり、児童生徒等が抱える現代的な健康課題は複雑化・多様化しています。こうした児童生徒

等の心身の健康課題への対応については、医療の支援を必要とする事例も増加していることから、医療機関

をはじめとする地域の関係機関等との連携が必要となっています。

そのような中、特に耳鼻咽喉科におかれましては、学校医等の立場から、児童生徒の健康に御尽力いただ

いているものと承知しており、まずはこの場をお借りして心より御礼申し上げます。

他方で、学校医の確保等の課題も生じているものと認識しており、文部科学省としましても厚生労働省等

と連携を図りながら取り組んでまいります。

結びに、本日の会議及び研修会の御成功と日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会、日本臨床耳鼻咽喉科医会をは

じめとする関係の皆様方の今後のさらなる御発展・御活躍をお祈り申し上げ、御挨拶とさせていただきます。
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委 員 会 報 告

. 令和年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会活動報告
および令和年度事業計画（案）

委員長 坂 哲 郎

【令和年度活動報告】

本委員会は、会員の学校保健活動の向上と発展を図り、児童・生徒の健康増進に資するために次の事業を

行った。

. 委員会の開催

令和年度回、日耳鼻・臨床耳鼻咽喉科医会合同の委員会を開催した。

. 日本医師会の学校保健委員会事業に参加した。

. 日本学校保健会の学校保健関連事業に参加した。

. 「今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について Part 」に関するアンケート調査を行った。

. 学校医未配置学校数、ならびに耳鼻咽喉科医による学校健診未実施学校数の調査を行った。

. 令和年度「耳鼻咽喉科学校保健の動向」を刊行した。

. ヘッドホン・イヤホン難聴対策 WG と連携して、児童・生徒に対する啓発活動の検討を行った。

. 令和年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会 学校保健全国代表者会議ならびに学校保健研修会を令和年月

日（日）に TKP ガーデンシティ PREMIUM 品川会場で開催した。

協 議 今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について Part 

臨床耳鼻科医会担当理事朝比奈 紀彦

日耳鼻学校保健委員会委員足立 昌彦

報告 耳鼻咽喉科学校医配置状況等の全国調査結果について

日耳鼻学校保健委員会委員長坂 哲郎

報告 ヘッドホン・イヤホン難聴に関するアンケート調査結果について

日耳鼻学校保健委員会委員仲野 敦子

研修会 領域講習「ヘッドホン・イヤホン難聴を取り巻く環境と対策について」

日本医科大学大学院医学研究科頭頸部・感覚器科学 准教授 松延 毅先生

【令和年度事業計画（案）】

．調査および研究事業

. 「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」の内容を見直し、改訂する。

. ヘッドホン・イヤホン難聴対策 WG と連携し、児童生徒等に啓発活動を行う。

. 学校耳鼻咽喉科医未配置校解消に向けた調査を継続し、活動を推進する。

. 耳鼻咽喉科健康教育の在り方を引き続き検討する。

．研究会および学術講演会等事業

. 学校保健全国代表者会議ならびに学校保健研修会を開催する。

. 耳鼻咽喉科学校医の研修会を推進する。

．社会保障に関する耳鼻咽喉科学的研究調査事業

. 日本学校保健会の学校保健関連事業に参加する。
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. 日本医師会学校保健事業へ参加する。

. 耳鼻咽喉科定期健康診断を通じ、児童生徒の健康保持増進のために健康状態・疾病構造の把握に

努める。

. 通常学校におけるコミュニケーション障害児への対応に努める。

. 耳鼻咽喉科学校医としての合理的配慮の普及に努める。

. 特別支援教育への協力に努める。

. 学校現場における耳鼻咽喉科疾患の救急対応方法の普及に努める。

. 耳鼻咽喉科学校医活動の強化に努める。

. 日本医師会学校保健委員会報告

臨床耳鼻科医会学校保健担当理事 朝比奈 紀 彦

日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会から朝比奈紀彦が委員として参画し、年に～回の委員会が開

催されている。毎回文部科学省からの中央情勢報告など学校保健に関わる情報提供が行われ、全国各地域の

学校保健に関わる諸問題について検討している。

令和・年度の会長諮問「地域に根差した医師の活動である学校医活動を推進させるための具体的な方

策は何か」に対し、◯学校医活動の担い手を増やす、◯学校医としての心構えの周知、◯養護教諭や校

長、教育委員会、他科医師、学校歯科医、学校薬剤師、そして地域などとの連携を見据えた「チームとして

の学校」の推進、◯学校保健に関する中長期的な課題について、◯各医会からの意見や提言等についてまと

めている。

その中で耳鼻咽喉科が抱える問題点として、耳鼻咽喉科学校医が配置されていない学校は全国各地域に存

在し、その地域差が非常に大きいこと、耳鼻咽喉科医による学校健康診断すら受けていない・受けられない

学校があること、さらに多数校の学校医を兼務しているために充実した学校保健活動を行うには時間的・体

力的負担が大きいことに触れた。さらに、耳鼻咽喉科医の立場から学校医活動を推進するためには全国すべ

ての学校で耳鼻咽喉科専門医による学校健康診断が実施できる体制を整えることが絶対条件であり、将来的

に耳鼻咽喉科学校医未配置校の解消を目指すべきであると言及した。

今期の会長諮問への対応のひとつとして、現在学校医として従事している者および今後学校医になる者に

向けた手引き（冊子）を作成中である。地域によって学校医のなり手が少ない現状を鑑み、学校医の意義・

職務内容を中心に読みやすくわかりやすい手引きを作成し、学校医になることに負担や抵抗を感じさせない

魅力ある学校医像を広く啓発することを目的としている。冊子名は「学校医のすすめ ～そうだったのか学

校医～」に決まり、令和年月に発行予定である。耳鼻咽喉科関連では「耳鼻咽喉科学校健康診断につい

て」、およびコラムとして「難聴の問題」「音声言語異常への対応」が収載される。

. 日本学校保健会報告

臨床耳鼻科医会医療対策担当副会長 野 上 兼一郎

日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会からは野上兼一郎臨床耳鼻科医会副会長が理事を、朝比奈紀彦臨

床耳鼻科医会理事が評議員を担当している。

日本学校保健会会報「学校保健」号（令和年月発行）に日本医科大学大学院医学研究科 頭頸部・

感覚器科学分野准教授、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 ヘッドホン・イヤホン難聴対策 WG 委員長 松

延毅先生執筆の「本当に怖いヘッドホン・イヤホン難聴」と題した啓発記事が掲載された。

令和年月に開催された意見交換会には野上理事が出席。提案された◯「コロナ類移行後に取り組む

べき学校保健の課題とその対応について」、◯「各医会、薬剤師会が推進する学校保健の取組について」の
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つのテーマを基に意見交換を行った。◯について耳鼻咽喉科からは学校健診の課題、難聴児童生徒への対

応を中心に現状の問題点、今後の対応等につき発言を行った。

. 第回日本医師会全国学校保健・学校医大会報告

委員長 坂 哲 郎

令和年月日（土）に兵庫県医師会担当で開催された。今回は現地開催（後日オンデマンド配信）で

行われた。第分科会「耳鼻咽喉科」の演題の要旨について報告する

座長 兵庫県耳鼻咽喉科医会会長 高原 哲夫 先生

神戸大学耳鼻咽喉科頭頸部外科特命教授 柿木 章伸 先生

. 大阪府教育委員会を対象とした難聴児・生徒に関するアンケート結果について

大阪府医師会 岡崎 鈴代

大阪府教育庁よび府下市町村教育委員会に、それぞれが管轄する小・中・高校・支援学校について、難

聴児童生徒の在籍状況や、進学・就職支援がどのようになされているかについて、オンラインアンケート調

査を行なった。大阪府教育庁では難聴児の在籍・就学状況等は全く把握されていなかった。市町村教育委員

会では各学校の実態は把握されていたが、児童・生徒個人の聴覚障害状況は把握されていなかった。府、市

町村、学校が連携し、継続的に難聴児をサポートする体制構築をするとともに、難聴児についての理解を深

めるための研修機会や情報提供が必要と考えられた。

. 聴覚障害児支援中核機能モデル事業での学齢期難聴児支援に対する取り組み伴走型支援の必要性を考え

る

岡山県医師会 片岡 祐子

岡山県では、厚労省が募集した令和年聴覚障害児支援中核機能モデル事業に参画したので、その内容と

今後の課題について報告した。事業は、聴覚障害児支援関係機関との連携事業、家族支援事業、巡回支援事

業、聴覚障害児の支援方法等に関する研修事業のつで、令和年月から令和年月までの間実施され

た。小児難聴に対してのアプローチは早期発見、早期療育にとどまらず、学童期、思春期においても継続的

に個々の問題を把握しつつ支援することが重要である。行政、医療、福祉、療育および教育が連携し、課題

解決型支援だけでなく伴走型支援のできる体制が構築されるべきであると考えられた。

. 軽度・中等度難聴児に必要な周辺機器について

神奈川県医師会 寺o 雅子

補聴器の定期装用につながらない軽度・中等度難聴児名に、無線用送信機・受信機の貸し出しを施行し

たのでその結果を報告した。症例ともに保護者の補聴に対する理解は高かったが、軽度難聴のため子ども

自身が補聴器の必要性を感じにくく、購入後の装用時間が減っていた。無線用送信機・受信機の使用効果は

大きく、聞こうとする姿勢や言葉の理解も高まり、子ども自身が補聴器の必要性を実感できるようになっ

た。この機器は言語発達や学習面で必要な機器であるが、身体障害者手帳を持っているものだけに使用を許

可されており、症例とも自費購入には至っていない。難聴の程度にかかわらず、子どもの困難状況を把握

した上で、必要な配慮がなされるべきと考えられた。

. 広島市公立小中学校における健診用オージオメータ校正・更新実態調査の変遷

広島県医師会 渡部 浩

学校保健安全法では健診用オージオメータは定期的に校正を受けることが定められており、その精度を保
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つことは非常に重要である。広島市学校保健会耳鼻咽喉科保健対策委員会では、平成年度、年度、令和

年度に広島市の公立小中学校に対して、保有オージオメータの年以内の校正・更新の有無について実態

調査を行なった。平成年度は校正済・更新済の割合が小学校で.、中学校で.であったが、聴力

検査とオージオメータの精度を維持することの重要性を啓発することによって、令和年度にはそれぞれ

.、.となった。現在では、概ね満足できる精度の健診が行われていると考えられた。

. 川崎市における耳鼻咽喉科定期健康診断

年間の疾患別統計

神奈川県医師会 吉川 琢磨

日耳鼻学校保健委員会が平成年から年間の予定で始めた耳鼻咽喉科学校健診結果の集計を、定点と

なった川崎市では現在も続けている。本年まで計年間の調査結果をまとめたので報告した。年間の平均

で、小学生の.、中学生の.に所見を認めた。小中学生ともにアレルギー性鼻炎、耳垢栓塞、鼻炎

の比率が高かった。小中学生ともに男子の方が女子より有所見率が高かった。当初年間に見られた地域で

の傾向が近年は見られなくなり、アレルギー性鼻炎、鼻中隔彎曲症は学年が上がるごとに増加する傾向が見

られていたが、近年はその傾向も見られなくなった。

. 学校健診で難聴を疑われて精密検査を受けた児の検討

兵庫県医師会 勝沼 紗矢香

小児難聴を発見する体制において改善すべき点やその限界を明らかにし、学校健診の意義を考察する目的

で、健診で難聴を疑われて受診した例の背景や状況を解析・検討した。新生児聴覚スクリーニング（以下

NHS）の普及により、難聴の早期発見が進んでいるものの、NHS 未受験例は依然として存在し、また

NHS で発見できない例や、後天性難聴、遅発性難聴例は今後もなくならない。よって学校健診は難聴児発

見のために今なお重要な機会と考えられた。また、例の内訳で機能性難聴例が半数を占めていた。学校健

診を契機に、耳鼻咽喉科での診療を通して、他科や教育機関と連携し支援に繋げる必要があると考えられた。

. 特別支援学校における耳鼻咽喉科学校健診のアンケート調査結果について

兵庫県医師会 佐藤 信次

特別支援学校における耳鼻咽喉科学校健診の現状と課題を明らかにし、今後の改善につなげるために、担

当する学校医と養護教諭にアンケート調査を行った。その結果、特別支援学校では一人当たりの健診時間が

有意に長くかかることが判り、嫌がって診察不能な児童生徒が多いことも判明した。また健診時には学校

側、学校医の双方で様々な工夫・対応がなされており、養護教諭の学校医に対する評価は非常に高く、また

学校医も学校側は協力的と評価し、相互の良好な信頼関係がうかがわれた。あと、要受診になっても未受診

が多く、地域での受け入れ可能な医療機関が少ない等の課題も明らかになった。

. 特別支援学校の摂食嚥下障害児に対する学校医と言語聴覚士の給食指導の取り組み

徳島県医師会 島田 亜紀

特別支援学校での、経口摂取を行なっている摂食嚥下障害児に対する給食指導を通じて、該当児の経過や

状態についての検討を行い、教師の給食活動の介助に対する医師・言語聴覚士の助言のあり方について検討

した。全般的な課題として、介助にあたる教員が摂食嚥下障害に対する医学的知識が不十分なこと、それぞ

れの児の障害の状況把握に必要なに検査がなされていないこと、また食形態の決定や変更が、専門家によっ

てなされていないこと、誤嚥を客観的に評価するための頸部聴診やパルスオキシメータ導入がなされていな

いこと等が判明し、それぞれに対して耳鼻咽喉科医や言語聴覚士の適切な関与が必要であると考えられた。
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協 議

今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について Part 

司会 臨床耳鼻科医会学校保健担当理事 朝比奈 紀彦
委員 足立 昌彦

. 協議の趣旨

. 日耳鼻・臨床耳鼻科医会会員へのアンケート調査

) アンケートの方法と調査結果

) 小括

) アンケートの協議

◯耳鼻咽喉科学校健診疾患（所見）名について

・追加を検討した方がよい疾患（所見）名

・削除を検討した方がよい疾患（所見）名

・「鼓膜の観察ができない」の追加について

◯耳鼻咽喉科学校健診の事後措置について

・受診率を向上させるためには

・事後措置としての健康相談、保健指導・助言とは

・健康診断結果通知書の様式（例）について

◯定期健康診断前に行う保健調査（票）について

・保健調査の必要性と意義

・調査項目について

・学校健診時の伝達方法、および活用法について

) 質疑応答

. 総括

. 協議の趣旨

) 「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」発行の経緯とその後

児童生徒を取り巻く環境は日々変化している。児童生徒の心身の健康保持増進のために、われわれ学校医

には時代の流れに沿った対応が求められている。特に学校健診は保健管理の中核であるとともに、学校にお

ける健康課題を明らかにして健康教育に役立てる側面もある。

耳鼻咽喉科学校健診の在り方については、過去の日耳鼻学校保健全国代表者会議において何度も協議を重

ねている。年、日本学校保健会から「児童生徒等の健康診断マニュアル」改訂版が発行されたが、耳鼻

咽喉頭領域の健康診断については保健調査、検査項目、実施学年、方法及び技術的基準、注意すべき疾病及

び異常等が記載されているものの、全科を対象としたマニュアルであるため、耳鼻咽喉科に関する項目は記

述量の制限から必ずしも十分とは言えなかった。特に保健調査票に関しては極力削減され、耳鼻咽喉科疾患

の有無に関する健診は「検査」として表現されるなど、表記上の問題点も挙げられた。そのため耳鼻咽喉科

独自の健康診断マニュアルが必要であるとし、より機能的かつ効率的に耳鼻咽喉科学校健診を実施するため

のバイブルとして、また耳鼻咽喉科学校健診の重要性を周知することを目的として年月に「耳鼻咽喉

科健康診断マニュアル」を発行した。このマニュアルでは特殊性を有する耳鼻咽喉科領域の健康診断につい

て◯事前の保健調査が重要であり、「保健調査票の充実」が必要であること、◯耳鼻咽喉科学校健診の信頼
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性・精度向上と地域差・学校医間の差をなくすためには「スタンダードな健診疾患（所見）名と判定基準を

共有」する必要があること、◯事後措置として、健診結果報告の考え方（専門医受診勧告か、経過観察・指

導のみか）、さらに疾患（所見）名の解説文を添えて報告すること等について詳細に概説した。またインク

ルーシブ教育の流れの中で通常学校でも困難を要する選別聴力検査の方法や留意点についても記述した。

マニュアル発行後、年～年の年に渡って耳鼻咽喉科健康診断全国定点調査を実施したが、健診

結果については未だに地域差・学校医間の差が認められる。このような状況のもと、改めて耳鼻咽喉科学校

健診の現状を把握して問題点を洗い出したうえで「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」を見直す時期に来てい

る。

日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会では年度から「今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方」につい

てアンケート調査を行い、全国代表者会議にて協議を続けているが、一連のアンケート調査は全国すべての

耳鼻咽喉科学校医あるいは健診医を対象としたものであるため、学校健診に携わる先生自身の現状と意見を

直接伺える点で優れた調査となっている。

) 過去年間の協議について

年度のアンケート調査は、健診体制など「耳鼻咽喉科学校健診の現状」に関する設問が中心であり、

耳鼻咽喉科学校健診の現状を把握し、問題点を洗い出すことを目的とした。

学校健診における疾患（所見）の普遍化・平均化のためには判定基準は絶対に必要であり、学校医・健診

医は判定基準に則って疾患（所見）の有無をスクリーニングしなければならないことを協議の中で改めて周

知したが、特に個人差と地域差が大きい「アレルギー性鼻炎」と「耳垢栓塞」について判定基準と「要受診・

要治療」と通知する基準に関する留意事項を提言した。また学校健診での音声言語検診実施率が未だに低い

ことをふまえ、「簡便」かつ「短時間」で行える音声言語検診法について紹介した。

年度は、マニュアル内で推奨している疾患（所見）名の削除・追加などについて、そして耳鼻咽喉科

学校健診の問題点をさらに掘り下げ、個々の学校医がどのような認識を持って学校健診を行っているか、ま

た耳鼻咽喉科学校健診の必要性・重要性についてどのように考えているかについて調査した。

追加を検討した方がよい疾患（所見）名として「睡眠時無呼吸症候群」「鼻出血」などが挙げられ、削除

した方がよい疾患（所見）名もいくつか挙げられたが、協議の結果、スクリーニングするための判定基準の

見直しも含めて今後の検討課題とした。さらに協議の中で耳鼻咽喉科学校健診の必要性と「やりがい」につ

いても言及し、耳鼻咽喉科学校医であることを自覚したうえで誇りと責任を持って学校医活動を行うことを

提言した。

) 今年度の協議

年度は耳鼻咽喉科学校健診の疾患（所見）名についての再確認、学校健診の精度向上と効率化のため

に重要な「保健調査」、そして学校健診のやりがいを見いだすためにも不可欠な「事後措置」の在り方など

についてアンケート調査を行ったので、結果について報告する。また過去年間のアンケート調査および協

議の結果も併せ、「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」改訂を見据えた協議となるため、フロアからの活発な

ご意見を伺いたいと思う。
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. 日耳鼻・臨床耳鼻科医会会員へのアンケート調査

) アンケートの方法と調査結果

目 的今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について検討する。

対 象日耳鼻会員および臨床耳鼻科医会会員

調査方法アンケート調査をメールで下記に送付し、会員への周知をお願いした。

日耳鼻会員地方部会会長および地方部会学校保健委員長

臨床耳鼻科医会会員都道府県医会会長

また、日耳鼻・臨床耳鼻科医会のホームページにも公示した。

アンケートは Google フォームを使用し、Web 上による無記名方式の回答とした。

実施期間年月日～月日

回 答 数,件（令和年度 ,件、令和年度 ,件）

＊参考 日耳鼻正会員 ,人（年月）

臨床耳鼻科医会 会員 ,人 会員 ,人 計,人（年月）

令和年月

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本臨床耳鼻咽喉科医会

会員各位

一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

理 事 長 村上 信五

学校保健担当理事 川嵜 良明

学校保健委員会委員長 坂 哲郎

一般社団法人日本臨床耳鼻咽喉科医会

会長 福與 和正

医療対策担当副会長 野上 兼一郎

学校保健担当理事 朝比奈 紀彦

「今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について Part 」
に関するアンケート調査のお願い

過去年間に渡り、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本臨床耳鼻咽喉科医会会員を対象に「今後の

耳鼻咽喉科学校健診の在り方について」のアンケート調査を行ってきました。その結果、耳鼻咽喉科学

校健診に関する様々な問題点や課題が浮き彫りになり、それぞれの地域・各学校医によって考え方や対

応が異なることも再確認しました。令和・年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健全国代表者会議で

は、アンケート調査結果について報告するとともに、疾患（所見）名と判定基準の見直し・言語異常の

スクリーニングの重要性などについて協議しました。さらに協議の中で耳鼻咽喉科学校健診の必要性と

「やりがい」について言及し、耳鼻咽喉科学校医であることを自覚したうえで誇りと責任を持って学校

医活動を行うことを提言しました。

またアンケート調査と協議の結果を踏まえ、日耳鼻学校保健委員会が年に発行した「耳鼻咽喉科

健康診断マニュアル」の見直しが必要であると考えています。現在マニュアル改訂に向けた検討と情報

収集を進めていますが、耳鼻咽喉科学校健診に携わる先生方のご意見は貴重な資料となります。

このような状況のもと、今年度も耳鼻咽喉科学校健診の在り方についてアンケート調査を行います。

今年度は耳鼻咽喉科学校健診の疾患（所見）名についての再確認、学校健診の精度向上と効率化のため

に重要な「保健調査」、そして学校健診のやりがいを見いだすためにも不可欠な「事後措置」について、

学校健診を担当されている会員の先生方から率直なご意見を伺いたいと思います。今回も学校医または

健診医として耳鼻咽喉科学校健診を担当されている先生方がアンケートの対象です。

アンケートの調査結果については、令和年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健全国代表者会議（令

和年月日（日）開催予定）において協議する予定です。つきましては下記の Google フォームか

ら回答に協力していただきますようお願いいたします。回答時間は～分程度、締め切りは令和年

月日（木）です。なおご不明な点がございましたら、日耳鼻事務局 増田までお問合せください。
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．基本情報

◯ 所属する地方部会名をお選びください。

◯ 先生の勤務形態は

) 病院・大学病院の勤務医

) 開業医

) 開業医に勤務

) その他

◯ 主にどのような立場で学校健診に携わっていますか

) 学校医

) 健康診断のみを行う健診医（検診医）

) その他

◯ 年齢は

) 歳台

) 歳台

) 歳台

) 歳台

) 歳台

) 歳以上

◯ 学校健診を担当されてから、何年ぐらいになりますか

) ～年

) ～年

) ～年

) ～年

) 年以上

．『耳鼻咽喉科健診診断マニュアル』の疾患（所見）名について

◯ 令和年度のアンケート調査で回答の多かった、睡眠時無呼吸症（睡眠時無呼吸症候群）を『耳鼻咽喉

科健診診断マニュアル』の疾患（所見）名に追加することについてどう思いますか

) 賛成

) 反対現行の疾患（所見）名を用い、診断は事後措置（医療機関）に委ねるのがよい

) どちらでもよい

) その他

◯ 反復性鼻出血を疾患（所見）名に追加することについてどう思いますか

) 賛成

) 反対現行の疾患（所見）名を用い、診断は事後措置（医療機関）に委ねるのがよい

) どちらでもよい

) その他
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◯ アデノイドの疑いを疾患（所見）名から削除することについてどう思いますか

) 削除した方がよい

) 現状のまま残した方がよい

) どちらでもよい

) その他

◯ 鼻中隔わん曲症を疾患（所見）名から削除することについてどう思いますか

) 削除した方がよい

) 現状のまま残した方がよい

) どちらでもよい

) その他

◯ 扁桃炎を疾患（所見）名から削除することについてどう思いますか

) 削除した方がよい

) 現状のまま残した方がよい

) どちらでもよい

) その他

◯ 慢性鼻炎を疾患（所見）名から削除することについてどう思いますか

) 削除した方がよい

) 現状のまま残した方がよい

) どちらでもよい

) その他

◯ 鼓膜の視診ができないことを理由に耳疾患ありと判定するのは、過剰なスクリーニングであるとの意見

があります。『鼓膜の観察ができない』を追加して、この項目は耳疾患に含めないとする案についてど

う思いますか

) 賛成

) 反対現状のままでよい

) どちらでもよい

) その他

．定期健康診断前に行う保健調査（票）について

学校健診を効果的に行うためには、健診前に保健調査で健康状態を把握しておくことが重要です。小・

中・高校生に対しての保健調査は、「全学年に対して毎年行う」ことが学校保健安全法で規定されています。

◯ 保健調査の対象学年は

) 全学年に対して行っている

) 決まった学年に対して行っている

) わからない、知らない

) その他

日耳鼻および日本学校保健会から保健調査票例が提示されています。下記の PDF ファイルを参照のう

え、設問にお答えください。日耳鼻および日本学校保健会作成の保健調査票例はこちら（https://
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drive.google.com/ˆle/d/1Pp4N4S7VXZgaro0ZDA9c-Xj1So0tJnlu/view）

◯ 地域（担当校）で使用している保健調査票の内容は

) 日耳鼻学校保健委員会発行『耳鼻咽喉科健診診断マニュアル』に準拠している

) 日本学校保健会発行『児童生徒等の健康診断マニュアル』に準拠している

) 市町教育委員会にて独自作成の内容を使用している

) わからない、知らない

) その他

◯ 地域（担当校）で使用している保健調査票の内容について

) 満足しているので、現状のままでよい

) 改善の余地はあるが、現状のままでよい

) 改善の余地があり、項目を追加あるいは削除したい

) その他

◯ ◯の質問で「改善の余地があり、項目を追加あるいは削除したい」と回答された先生で、日耳鼻学校保

健委員会『耳鼻咽喉科健診診断マニュアル』に準拠した保健調査票を使用している先生に質問します。

追加又は削除した方がよい項目があれば教えてください。

◯ ◯の質問で「改善の余地があり、項目を追加あるいは削除したい」と回答された先生で、日本学校保健

会『児童生徒等の健康診断マニュアル』に準拠した保健調査票を使用している先生に質問します。追加

又は削除した方がよい項目があれば教えてくだい。

◯ 保健調査票の結果をどのように確認していますか（複数回答可）

□健診前に自分で目を通す

□健診前に養護教諭等から説明をうける

□健診中に自分で目を通す

□健診中に養護教諭等が読み上げる

□保健調査票の内容は参考にしていない

□その他

◯ 先生自身は保健調査票を活用していると思いますか

) 十分活用している

) まあまあ活用している

) あまり活用していない

) 全く活用していない

) その他

◯ 健診前に行う保健調査（票）が、健診時に十分活用されていないとの意見が多くあります。有効な活用

方法について、ご意見やお考えがあれば教えてください。

記述（ ）
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．定期健康診断の事後措置について

（複数の通知書、説明書、報告書等を利用されている場合は、主な書式についてお答えください）

学校においては、健康診断結果について学校健診を実施した後日以内に、所見の有無に関わらずその結

果を児童・生徒および保護者に通知することが学校保健安全法施行規則に定められています。学校医は必要

に応じて、疾病の予防処置や健康状態に応じて適当な保健指導・助言を行うことが求められます。

【健康診断結果の通知（書）】についてお尋ねします。

◯ 健康診断結果の「有所見者」への通知について

) 有所見者全員に通知書を渡している

) 治療が必要な児童生徒のみ通知書を渡している

) わからない、知らない

) その他

◯ 健康診断結果が「所見なし」の児童生徒への通知について

) 所見がなかったことを全科共通の【健康診断結果の通知書】で知らせている

) 所見がなかったことを耳鼻咽喉科専用の【健康診断結果の通知書】で知らせている

) 所見がない場合は通知していない

) わからない、知らない

) その他

◯ 先生が使用している【健康診断結果の通知書】の書式について

) 主な疾患（所見）名があらかじめ記載されている通知書に〇をつける形式

) 異常があった疾患（所見）名を養護教諭等が直接記入する形式

) その他

◯ 【健康診断結果の通知書】の書式について、どちらが使いやすいと思いますか

) 主な疾患（所見）名があらかじめ記載されている通知書に〇をつける形式

) 異常があった疾患（所見）名だけを養護教諭等が直接記入する形式

) その他

◯ 先生が使用している【健康診断結果の通知書】の疾患（所見）名の記載方法について

（所見なるべく早く専門医の診断・指導を受ける、所見症状がでてきたら専門医の診断・指導

を受ける）

) 所見を・に分ける記載方法を使用している

) 所見を・に分けない記載方法を使用している

) その他

◯ 【健康診断結果の通知書】の疾患（所見）名の記載方法は、どちらの形式が使いやすいと思いますか

) 所見を・に分ける記載方法

) 所見を・に分けない記載方法

) その他
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健康診断結果について、通知とともに疾患（所見）についての情報を適正に伝える必要があります。

【保護者向け疾患（所見）名の説明書】についてお尋ねします

◯ 現在使用している【保護者向け疾患（所見）名の説明書】について

) 【健康診断結果の通知書】と同じ紙に記載する形式を使用している

) 【健康診断結果の通知書】と別の紙に記載する形式を使用している

) 【保護者向け疾患（所見）名の説明書】は使用していない

) その他

保護者は、児童生徒の所見を十分理解したうえで医療機関を受診し、その結果を学校に報告します。

【学校への受診結果の報告書】についてお尋ねします。

◯ 先生が使用している【学校への受診結果の報告書】について

) 医師が記載する形式を使用している

) 保護者等が記載する形式を使用している

) 医師記載と保護者等記載が併記され、どちらかが記入する形式を使用している

) その他

◯ 【学校への受診結果の報告書】に、水泳参加の可否についての記載は必要と思いますか

) 必要である

) 必要ない

) どちらでもよい

) その他

【聴力検査結果のお知らせ】についてお尋ねします。

◯ 先生が使用している【聴力検査結果のお知らせ】について

) 【健康診断結果の通知書】と同じ紙に記載する形式を使用している

) 【健康診断結果の通知書】と別の紙に記載する形式を使用している

) その他

学校医は受診結果の報告書を参考とし、必要に応じて児童生徒に対する保健指導・助言を行うことができ

ます。医療機関受診後の児童生徒に対し、学校医としての対応および学校側の対応についてお尋ねします。

◯ 医療機関受診結果について、学校側（養護教諭等）からの報告はありますか

) 受診の有無・受診結果について毎年報告がある

) 特に問題のあった児童生徒のみ報告がある

) 報告はない

) その他

◯ 医療機関受診結果について、学校側（養護教諭等）に問い合わせたことがありますか

) ある

) ない

) その他

◯ 健康診断結果および医療機関受診結果をもとに、必要に応じて児童生徒に対する保健指導・助言を行っ

ていますか（複数回答可）

□自主的に何らかの形で行っている（健康教育を含む）

□学校側から要請があれば行っている（健康教育を含む）



―  ――  ―

□指導・助言が必要な児童生徒に対し、個別に保健指導を行っている

□集団での保健指導を行っている

□保健指導や助言は行っていない

□その他

◯ 健康診断後に行う事後措置について、学校側（養護教諭）との連携は

) 十分に連携している

) まあまあ連携している

) あまり連携していない

) 全く連携していない

) その他

◯ 定期健康診断の事後措置の問題点とその解決策がありましたら、ご回答をお願いいたします。

（例 健康診断後の有所見者の受診率が低い、健康診断結果の報告がない、医療機関受診結果の報告が

ない 等）

記述（ ）



―  ――  ―

アンケート調査結果（回答数 ,件）

．基本情報

◯ 地方部会は（n＝,）

令和年度 ,件、令和年度

,件に比べると回答数は減少。

日耳鼻正会員数,人、臨床耳鼻科

医会会員数,人会員数,人合

計,人。

回答数が多い順に大阪府人、東京

都人、神奈川県人、北海道人、埼

玉県人、静岡県人であった。

回答数が一桁の県は、県あった。

◯ 地方部会は（参考資料回答率＝回答数×/医会会員数）

ある会員の先生から、会員数の少ない

各都道府県に配慮して、回答率のデータ

も提示してほしいとの要望があった。分

母となるべき（学校医＋健診医）数が不

明であるため、今回は医会会員数を分

母として概算の値を計算した。

この計算式によると回答率が高かった

のは、徳島県、和歌山県、高知県、島根

県の順であった。

医会会員のすべてが学校健診に従事

しているのではなく、会員および医会

会員以外の日耳鼻会員からの回答も含ま

れている。

◯ 先生の勤務形態は（n＝,）

開業医が（,人）、病院・大学

病院の勤務医が（人）、開業医に

勤務が（人）であり、過去年間

とほぼ同じ割合であった。

学校健診を担当されている先生は、開

業医又は開業医に勤務が合わせてと

の結果で、学校健診は開業医が中心で行

われている一方、病院・大学病院勤務の

先生方の参画によって、学校健診が成り

立っている地域があることが伺われる。



―  ――  ―

◯ 主にどのような立場で学校健診に携わっていますか（n＝,）

学校医として（,人）、健康診

断のみを行う健診医（検診医）が

（人）であった。

学校医は健診医（検診医）と比較して、

健康診断以外にも健康教育、健康相談、

学校保健委員会への参加、学校保健年間

計画への関与等多くの職務が与えられて

いる。耳鼻咽喉科学校医として学校保健

活動全般に参画するのが望ましいが、地

域の実情または学校健診を担当する先生

の都合等によって健診医（検診医）とし

て健康診断に参画している先生方が約

/程度であった。

◯ 年齢は（n＝,）

最も多かったのが歳台の人、次

が歳台の人、歳台の人と続く。

～歳台の割合がを占めて学校

健診の中心となって活動されていること

がわかる。

歳以上の回答が件あり、現役と

して活躍されていることがわかると共に

継承する耳鼻咽喉科医が地域に存在する

かの問題がある。

◯ 学校健診を担当してから、何年になりますか（n＝,）

回答が多い順に～年人、～

年人、～年人であった。

一方年以上との回答が人あり、経

験豊富な多くの先生方によっても学校健

診は支えられていることがわかる。



―  ――  ―

．『耳鼻咽喉科健診診断マニュアル』の疾患（所見）名について

◯ 睡眠時無呼吸症（睡眠時無呼吸症候群）を追加することについて（n＝,）

賛成（人）、反対（人）、

どちらでもよい（人）と反対の

意見が多くを占めた。

反対の理由として、

・健診時の所見で睡眠時無呼吸症の診

断がつけられないので、保健調査票

のアンケート結果を元に受診をすす

めるだけ。

・健診時診断がつくものではない。

との回答があった。

◯ 反復性鼻出血を疾患（所見）名に追加することについて（n＝,）

賛成（人）、反対（人）、

どちらでもよい（人）と反対の

意見が多くを占めた。

・学校健診でどこまで診断ができるの

か

・健診でつけなくても家庭でわかるこ

とだと思う。

との反対意見があった。



―  ――  ―

◯ アデノイドの疑いを疾患（所見）名から削除することについて（n＝,）

現状のまま残した方がよい（

人）、削除した方がよい（人）、

どちらでもよい（人）と削除し

た方がよいが多くを占めた。

健診時にアデノイドの所見をとるのが

難しいことから削除した方がよいとの意

見が多かったが、

・幼児には必要である。

・アデノイド増殖症として残した方が

よい。

という「現状のまま残した方がよい」意

見があった。

◯ 鼻中隔わん曲症を疾患（所見）名から削除することについて（n＝,）

現状のまま残した方がよい（

人）、削除した方がよい（人）、

どちらでもよい（人）と現状の

まま残した方がよいと削除した方がよい

との回答はほぼ同じ割合であった。

・絶対削除してはならない。

・わん曲症であることを通知すること

はよいことだと思う。

という「現状のまま残した方がよい」意

見があった。



―  ――  ―

◯ 扁桃炎を疾患（所見）名から削除することについて（n＝,）

現状のまま残した方がよい（

人）、削除した方がよい（人）、

どちらでもよい（人）と削除し

た方がよいとの回答がやや多かった。

・度の扁桃なのに毎年扁桃肥大に

チェックを入れて受診させる健診

医がいて、事後が大変である。

という「削除した方がよい」意見があった。

◯ 慢性鼻炎を疾患（所見）名から削除することについて（n＝,）

現状のまま残した方がよい（

人）、削除した方がよい（人）、

どちらでもよい（人）と現状の

まま残した方がよいと削除した方がよい

との回答はほぼ同じ割合であった。

・慢性鼻炎の病名は現在ない。

という「削除した方がよい」意見があった。

・耳鼻咽喉科学校健診の根幹にかかわ

ります。

という「現状のまま残した方がよい」意

見があった。



―  ――  ―

◯ 『鼓膜の観察ができない』を追加することについて（n＝,）

賛成（人）、反対現状のまま

でよい（人）、どちらでもよい

（人）と賛成の回答が反対の回答

の倍以上であった。

・鼓膜の視診ができないことを理由に

「耳疾患あり」と判定するのはおか

しい。

・耳垢等により鼓膜の観察ができない

とするのがよい。

という賛成意見があった。

◯ 『鼓膜の観察ができない』を追加することについて

～【健康診断結果の通知書】の形式の違い～（n＝,）

【健康診断結果の通知書】の形式の違

いに分けて回答数の集計を行った。

集計前の予想では、・に分ける形

式の先生方は、少しの耳垢は耳垢栓塞

にするために、賛成する先生方が少ない

と推測していた。

しかし、・に分けない形式、分け

る形式に関係なく、約の先生方が

「鼓膜の観察ができない」の項目を追加

することに賛成との回答であった。



―  ――  ―

．定期健康診断前に行う保健調査（票）について

◯ 保健調査の対象学年は（n＝,）

全学年（人）、決まった学年

（人）わからない（人）で

あり、全学年、決まった学年が多かった。

保健調査は、「全学年に対して毎年行

う」ことが学校保健安全法で規定されて

いる。

「決まった学年・わからない」と回答

された先生は担当校に現状の再確認をす

る必要があると思われる。

◯ 地域（担当校）で使用している保健調査票の内容は（n＝,）

わからない、しらない（人）、

日耳鼻マニュアルに準拠（人）、

市町教育委員会で独自作成（

人）、日本学校保健会マニュアルに準拠

（人）であり、「わからない、知

らない」が最も多かった。

保健調査は、学校医がより効果的に健

康診断を行うための事前調査であるの

で、「わからない、知らない」と回答さ

れた先生は、担当校に保健調査票の内容

を再確認する必要があると思われる。

◯ 地域（担当校）で使用している保健調査票の内容について（n＝,）

改善の余地はあるが、現状のままでよ

い（人）、満足しているので、現

状のままでよい（人）、改善の余

地があり、項目を追加あるいは削除した

い（人）であった。

の先生が「保健調査票の内容は現

状のままでよい」との回答であり、項目

の追加や削除を希望する先生は未満

であった。



―  ――  ―

◯ ◯の質問で）改善の余地があり、項目を追加あるいは削除したいと回答された先生で、

日耳鼻『耳鼻咽喉科健康診断マニュアル』に準拠した保健調査票を使用している先生に質問

日耳鼻マニュアル（小学校用）の保健

調査票において

調査項目の追加は

・扁桃炎の頻度

・鼻出血の頻度

・めまい

・甲状腺

・言語発達障害

・構音障害

調査項目の削除は

・乗り物に酔いやすい

・口をあけていることが多い

・のどをいためやすい

との回答があった。

◯ ◯の質問で）改善の余地があり、項目を追加あるいは削除したいと回答された先生で、

日耳鼻『耳鼻咽喉科健康診断マニュアル』に準拠した保健調査票を使用している先生に質問

日耳鼻マニュアル（中学生・高校生用）

の保健調査票において

調査項目の追加は

・扁桃炎の頻度

・鼻出血の頻度

・めまい

・甲状腺

調査項目の削除は

・耳鳴りが気になる

・乗り物に酔いやすい

調査項目の変更は

・耳鳴りが気になる→持続する耳鳴り

がある

との回答があった。



―  ――  ―

◯ ◯の質問で）改善の余地があり、項目を追加あるいは削除したいと回答された先生で、

日本学校保健会『児童生徒等の健康診断マニュアル』に準拠した保健調査票を使用している

先生に質問

日本学校保健会マニュアルの保健調査

票において

調査項目の追加は

・睡眠中に短時間呼吸が停止すること

がある

・耳鳴りがすることがある

・中耳炎を繰り返している

調査項目の削除は

・鼻血がでやすい

・普段口を開けている

との回答があった。

◯ 保健調査票の結果をどのように確認していますか（複数回答可）

健診中に養護教諭等が読み上げる

人、健診前に養護教諭等から説明をうけ

る人、健診中に自分で目を通す

人、健診前に自分で目を通す人。

「健診中や健診前に養護教諭等が読み

上げる、または説明をうける」が大多数

であったが、「健診中や健診前に自分で

目を通している」との回答もあった。

◯ 先生自身は保健調査票を活用していると思いますか（n＝,）

十分活用している 

まあまあ活用している 

あまり活用していない 

全く活用していない 

であった。

約/の先生は保健調査票を「十分～ま

あまあ活用している」との回答であった。



―  ――  ―

◯ 健診前に行う保健調査（票）が、健診時に十分活用されていないとの意見が多くあります。

有効な活用方法について、ご意見やお考えがあれば教えてください。（回答の一部を掲載）

保健調査内容の医師への伝達方法について

健診の際に問題があれば直前に養護教諭等に伝えてもらえばよろしいのでは

健診の時、そのクラスの担任の先生についてもらい、保健調査票で問題があるようであれば、その児童生

徒の順が来た時にどのような問題があるのかを教えてもらう。

健診実施時間に余裕があれば有効利用できると思う。

健診前に養護教諭との打ち合わせが必要と思われる。

健診の時間は限られており、健診中に調査票についてじっくり検討する時間はない。もし、調査票を使う

のであれば、事前に調査票全体を見せてもらい、必要なものだけをピックアップしておくというような形

であれば意味のある使い方ができると思います。

症状などを口頭で読み上げることは、プライバシーへの配慮が必要な時代でもあり不適切と思う。養護教

諭や担任が読み上げるならば、番号などを割り振って読み上げるべきであると思う。

診察前に、各生徒の情報を確認する。

調査票の読み上げをしない学校もあり、必ず読み上げるよう学校に指導する。

養護教諭および担当医が調査票の内容を事前に把握できるようにすべきで、学校側も医師側も健診時に初

めて見るようである。健診後の医療機関への受診状況も診断結果もフィードバックされていない。

養護教諭にデータをまとめてもらったら良いのではないでしょうか医師による考え方や基準の違いなど

わかるので自分自身の反省にもつながるように思います。そうすれば活用したくなるのではないでしょう

か。

あらかじめ調査票を教諭にまとめてもらい、問題のある児童、生徒の情報を共有しておくなどの連携が大切。

保健調査票の内容について

ネグレクトを引っ掛ける項目を作る。担任が読み上げる。シミュレーションビデオを作る。

ぱっと見て、わかりにくい。部位別に記載してあるほうが見やすいかも。

フリーワード入力をもうけると良い。

一部の項目は、健診の診察で本当に問題なのかどうか確認できないので、健診の診察所見とは別扱いで判

断し、耳鼻咽喉科受診を支持した方が良いと思う。（聞こえが悪い、発音がおかしい、よくのどが痛くな

る、などに丸が付いていても、健診時の診察で鼓膜や口腔内に異常がなければ何とも言えない）

項目を減らし、特に重要なもののみとした方が、より注意して健康診断しやすい。

症状がどの程度の期間続いているのかわかるようになったらよい。

日耳鼻学校保健委員会発行『耳鼻咽喉科健診診断マニュアル』を QR コード化する。日耳鼻 HP に載せる。

親も必然的に注意を図ることができる。それを学校で活用してデータを出す。デジタル化し、そのクラス

の、学年の、学校全体の、さらには全国のアンケート集計にもつなげることができるのではないか学校

健診前に数字化された名前を個人情報保護し事前に主治医にも伝えられるのではないかデジタル化の促

進を。

保護者が心配している事象を文章で記載してもらう欄を作る。

アレルギー性鼻炎持ちで通院、服薬をしているといった学校健診に必要な情報等だけを知らせてくださっ

たらと思います。

健診前に校医に調査票の内容で前年度指摘があったお子さんの現状の説明をカードとか文書であると健診

時により効率的に診察ができると考えます。

現在耳鼻咽喉科に通院しているかどうかを記入してほしい。



―  ――  ―

保健調査票の記載を健診日の直前にする

調査票が学校健診直前に記載されていないため、直前の症状を記載してほしい。

実際に健診をする日と、調査票を書いてくる日がかなり離れているときがあり、その時の健康状態と異な

るのが困る。（特に花粉症など）

直前に配って当日に持ってきてもらう。個人個人が一人ずつ問診票をもって、診察を受ける。実際に某高

校ではそれを行っていて、問診票の信頼度が上がっている。月の健診で月に問診票を回収すると、時

間のギャップが大きく、信頼できない。でも小学生では難しいと思う。

その他

PDF 化して事前に学校から学校医へ送信。実健診の必要がある児童の抽出を行った上で当日に健診を行

う。

スマホ使用を高校で追加している。難聴のチェックに高校生はスマホ使用を追加してほしい。

学校保健委員会等交流を深め、緊急時・災害時に備える。

耳鼻咽喉科健診では日耳鼻の調査票を使用するように行政に働きかけてほしい。

重点健診をやっているが、非対象学年に関しては保健調査票に問題がある生徒は必ず健診を受けさせる。

．定期健康診断の事後措置について

◯ 健康診断結果の「有所見者」への通知について（n＝,）

学校においては、健康診断結果につい

て学校健診を実施した後日以内に、所

見の有無に関わらずその結果を児童・生

徒および保護者に通知することが学校保

健安全法施行規則に定められている。

有所見者全員に通知書を渡している

（人）、治療が必要な児童生徒のみ

通知書を渡している（人）、わか

らない・知らない（人）であり、

「全員に通知書を渡している」が最も多

かった。
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◯ 健康診断結果が「所見なし」の児童生徒への通知について（n＝,）

わからない（人）、通知してい

ない（人）、耳鼻咽喉科専用の通

知書で知らせている（人）、全科

共通の通知書で知らせている（人）

であり、「わからない」との回答が最も

多かった。

私の担当校に確認したところ、所見な

しの場合には全科共通の通知書で所見な

しを通知している学校があった。「通知

していない」「わからない」と回答をさ

れた先生は、学校に確認してみる必要が

あると思われる。

◯ 現在使用している【健康診断結果の通知書】の書式について（n＝,）

主な疾患（所見）名があらかじめ記載

されている通知書に〇をつけている

（人）、異常があった疾患（所見）名

だけを記入する形式（人）であ

り、ほぼ半分半分の割合で通知書の形式

を使用しているのが現状であった。

その他として、「学校により異なる」

との意見もあった。

◯ 【健康診断結果の通知書】の書式について、どちらが使いやすいと思いますか

現行の通知書が使いやすいと回答され

たのは、主な疾患（所見）名があらかじ

め記載されている通知書に〇をつけてい

る形式の先生の、異常があった疾患

（所見）名だけを記入する形式と回答さ

れた先生のであった。

基本的に、現在自分が使っている通知

書の形式が使いやすいとの結果であった

が、「通知書に〇をつける書式の方が使

いやすい」とする回答の割合が高かった。
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◯ 現在使用している【健康診断結果の通知書】の疾患（所見）名の記載方法について

（n＝,）

所見を・に分けない記載方法を使

用している（人）、所見を・

に分ける記載方法を使用している

（人）と約/が非方法、約/

が方法であった。

その他の意見として、アレルギー性鼻

炎のみ・に分けている、との回答が

あった。

◯ 【健康診断結果の通知書】の疾患（所見）名の記載方法は、

どちらの形式が使いやすいと思いますか

通知書が・に分けない書式の先生

の、通知書が・に分ける方式の

先生のが、現行の方法が使いやすい

と回答した。

に分ける方式の先生方の方が現行

方式を使いやすいと感じていることがわ

かった。

◯ 現在使用している【保護者向け疾患（所見）名の説明書】について（n＝,）

【健康診断結果の通知書】と同じ紙に

記載する形式（人）、別の紙に記

載する形式（人）、使用していな

い（人）との結果で、同じ紙に

記載する形式が最も多かった。

児童生徒・保護者が、疾患（所見）名

の正確な理解を得るために、説明書の配

布は必ず行っていただきたい。
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◯ 現在使用している【学校への受診結果の報告書】について（n＝,）

保護者は、児童生徒の所見を十分理解

したうえで医療機関を受診し、その結果

を学校に報告する。

医師が記載する形式（人）、保

護者等が記載する形式（人）、ど

ちらかが記入する形式（人）と

であった。日耳鼻マニュアルの報告書例

は保護者が記載する形式であるが、多く

の先生方は医師が記載する形式との回答

であった。

◯ 【学校への受診結果の報告書】に、水泳参加の可否についての記載は必要と思いますか

（n＝,）

必要である（人）、必要ない

（人）、どちらでもよい（

人）と必要であるとの意見の方が多かっ

た。

・必要ないがご家族の安心のために必要。

・医学的には無くてもよいが、ないと

受診率が下がる可能性がある。

・学校サイドとして免罪符的な要因が

強い。

との回答があった。
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◯ 現在使用している【聴力検査結果のお知らせ】について（n＝,）

【健康診断結果の通知書】と同じ紙に

記載する形式（人）、別の紙に記

載する形式（人）で、同じ紙に

記載する形式の回答が多かった。

選別聴力検査は、予備的検査として学

校健診前に行うことが重要である。

◯ 医療機関受診結果について、学校側（養護教諭）からの報告はありますか（n＝,）

学校医は受診結果の報告書を参考と

し、必要に応じて児童生徒に対する保健

指導・助言を行うことができる。

報告はない（人）、受診の有

無・受診結果について毎年報告がある

（人）、特に問題のあった児童生徒

のみ報告がある（人）と、報告

があるのは約/程度で、多くの先生に

は報告がないとの回答であった。
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◯ 医療機関受診結果について、学校側（養護教諭）に問い合わせたことがありますか

（n＝,）

ない（,人）、ある（

人）で、学校医・健診医から学校側に問

い合わせたことのある先生は少ないこと

が分かった。

その他として、

・特別な例のみ問い合わせる。

・学校保健委員会で検討している。

などの回答があった。

◯ 健康診断結果および医療機関受診結果をもとに、必要に応じて児童生徒に対する保健指導・

助言を行っていますか（複数回答可）

・保健指導や助言は行っていない

人

・学校側から要請があれば行っている

人

・指導・助言が必要な児童生徒に対し、

個別に保健指導を行っている 人

・自主的に何らかの形で行っている

人

この設問に関しては、協議において議

題している。

◯ 健康診断後に行う事後措置について、学校側（養護教諭）との連携は（n＝,）

十分に連携している（人）、まあ

まあ連携している（人）、あまり

連携していない（人）、全く連携

していない（人）との結果であ

り、連携していないとの回答が多く、学

校との連携について今後さらに改善すべ

き課題と思われた。

その他として、

・学校保健委員会で会ったときに情報

交換している。

・養護教諭からの問い合わせに回答し

ている。

などの回答があった。
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◯ 定期健康診断後の事後措置の問題点とその解決策がありましたら、

ご回答をお願いいたします。（回答の一部を掲載）

定期健康診断後の受診率が低いことへの対応

健康診断後の有所見者の受診率が低いように思われますが、ひとつに保護者の意識が低いように思われま

す。保護者への啓発も必要かと思います。

有所見者の受診率が低いようです。養護教諭は仕事が多いようで、お願いするのは遠慮がちになります。

所見があっても症状のない場合や多々あります。また、アレルギー性疾患や耳疾患などすでに診断・加療

中の疾患が多数抽出されるため受診率が低いと思っています。それは仕方がないのではと思います。

受診率は相変わらず低い。受診するタイミングも遅い場合が多く、受診時にはすでに無所見となっている

こともある。多くの学校を受け持ちさせられている場合は、事後措置の解決にまで手が回らず、健診をす

るだけで精一杯である。質の良い健診を目指すには、耳鼻咽喉科医師の負担の軽減が必要であろう。

水泳参加の可否についての記載を、健康診断結果の報告書に入れる。

学校医への健康診断受診率の報告がない事への対応

今まで受診結果は報告を受けたことはありませんが、それがあれば養護教諭や学校と学校医の関係がとて

も密になると思います（メールなど）。今は健診をやりっぱなしです。

医療機関受診結果の報告がないため、有所見者の受診率や、その後の経過はわからない。

学校保健委員会などで医療機関受診の結果を報告してほしい。

学校保健員会を定期的に開催するのが良いと思われます。

養護教諭との密接な連絡が必要と思われる。

受診結果のフィードバックと健診の必要性説明。

担当学校が地域的に離れていると、健診後の医療機関の受診結果がわからない。特に全員の個別結果は控

えをもらっていないので把握できない。問題があった時には学校保健委員会などで確認する程度です。受

診状況は学校が把握してくれた方が良く、受診先の医院などの方針に対して学校医として診療内容に意見

は言えない。

有所見者の受診率については、学校側からの報告はない。

学校保健委員会を利用して、事後措置の受診率を毎年確認し、受診率向上の話し合いの場を持つことが重

要だと思います。

学校の健康診断に対する位置づけの問題と考えます。本来は学校側からの働きかけがあるべきで、現在は

耳鼻咽喉科学校健診自体が行事になっていて、無事に済ませられれば良いという姿勢に見受けられます。

その結果をまとめようとか生かそうとかいう姿勢は感じられません。こちらから働きかけはできません。

また、耳鼻咽喉科の特性上、必ず受診しなければならない疾患も少ないので、受診率を問題にしづらいと

も言えると思います。その意味で学校健診自体の意味は何だろうと考えることはあります。

無駄な外来受診を減らしてほしい

扁桃肥大のように、毎年引っかかるが毎年耳鼻咽喉科を受診した結果、毎年経過観察となるなど、健診に

無駄が多すぎる。これでは受診勧奨しても受診しない家庭も増えると思う。これら不要な診察に時間を取

られることは外来診療で本当に受診が必要な患者にとって待ち時間が増えるなど不都合を引き起こしてい

る。

アレルギー性鼻炎などは小児科で通院加療している場合もあり、健診結果のためだけに耳鼻咽喉科を受診

させるのはどうかと思う。

その他

学校医と児童の主治医は必ずしも同じではないので、健診の事後についてはそれぞれの児童の主治医にお
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願いし、学校医はそれに関与すべきではないと思います。

学校生活に支障をきたす可能性を強調すべき。

受診するように毎年促しても、受診されないお宅はいつも受診されない、受診されることはないと複数の

養護の先生からお話がありました。

養護教諭が交代した時に申し送りが上手くいっていない事がある。

児童ごとの疾患の経過がよくわからないので、学校健診時にわかるように調査票に記入させる。

健診後の連絡までは義務と考えているが、生徒側がどうするかまでは強制できないと考える。

年以上前のデータで恐縮だが、某学校で受診結果を学校に提出した率は台とのことであった。健康

診断が形骸化している証拠である。学校医に支払う報酬・学校側の対応に要する手間などを勘案すると、

経済力が低下している日本において、検診・健診は本当に必要なのかと根本的に考える時期にきている

と思う。「学校健診で異常を指摘されなかったから、症状があるも放置していた」などの保護者の意見も

少なくない。法的な改正が必要になるが、近隣に耳鼻咽喉科がない一部の地域を除き、症状があれば耳鼻

咽喉科にかかれる環境があれば健康診断は不要と思う。

) 小括

過去年間の協議に引き続き、耳鼻咽喉科学校健診の在り方についてアンケート調査を行った。今年度は

耳鼻咽喉科学校健診の疾患（所見）名についての再確認、学校健診の精度向上と効率化のために重要な「保

健調査」、そして学校健診のやりがいを見いだすためにも不可欠な「事後措置」の在り方などについて調査

した。

アンケート回答数

耳鼻咽喉科学校医,人（昨年度,人）、健診医人（昨年度人）

約が学校健診歴年以上（昨年度）

約が～歳台（昨年度）

回答数はやや減少したが、学校健診歴など母集団の構成はほぼ同等であった。

耳鼻咽喉科学校健診の疾患（所見）名について

◆「睡眠時無呼吸症（睡眠時無呼吸症候群）」の追加

　賛成.

　反対・どちらでもよい.

◆「反復性鼻出血」の追加

　賛成.

　反対・どちらでもよい.

学校健診はスクリーニング。確定診断する場ではない。

学校健診での過度なスクリーニングは適当ではない。

どちらも誘因となる疾患（所見）があるはず。

誘因と考えられる疾患・所見があれば、その疾患名で通知したうえで確定診断は事後措置に委ねるべ

き

◆「アデノイドの疑い」の削除

　賛成.

　反対・どちらでもよい.
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◆「鼻中隔わん曲症」の削除

　賛成.

　反対・どちらでもよい.

◆「扁桃炎」の削除

　賛成.

　反対・どちらでもよい.

◆「慢性鼻炎」の削除

　賛成.

　反対・どちらでもよい.

削除することに反対する学校医・健診医がひとりでもいる限り、削除するべきではない。

多彩な耳鼻咽喉科領域の疾患について、社会一般に周知・認識させる意味でも残すべきでは

◆「鼓膜の観察ができない」の追加

　賛成.

　反対・どちらでもよい.

「鼓膜の観察ができない」の追加について

現在の「耳垢栓塞」の判定基準を見直し、新たな判定基準を設けることを検討する。

「耳垢栓塞」と診断するには及ばない耳垢・外耳道の狭窄・健診時の体動のために鼓膜検査が困難であ

る場合などは、「鼓膜の観察ができない」旨を通知し、耳疾患のチェックを事後措置に委ねることを提

案する。

保健調査（票）について

◆地域（担当校）で使用している保健調査票

　「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」に準拠.

　「児童生徒等の健康診断マニュアル」に準拠.

　地域独自で作成.

　わからない・知らない.

保健調査票の形式については「わからない・知らない」との回答も多く、マニュアルの存在や保健調査

票そのものを知らない可能性もある。
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◆使用している保健調査票の内容

　現状のままでよい.

　ほぼ現状のままでよい.

　改善の余地がある.

保健調査票の内容（項目）については、概ね満足している。

◆保健調査結果の確認方法（複数回答あり）

　健診中に養護教諭等が読み上げる.

　健診前に説明を受ける.

　健診中に自分で目を通す.

　健診前に自分で目を通す.

　参考にしていない.

保健調査結果の確認

養護教諭等から健診中・健診前に情報を得ていることが多い。

「参考にしていない」との回答があることは問題。

◆保健調査票の活用

　十分活用している.

　まあまあ活用している.

　あまり活用していない.

　全く活用していない.

保健調査票を「あまり～全く活用していない」学校医・健診医はにのぼる。

学校健診における保健調査票の有用性・重要性について啓発が必要。

耳鼻咽喉科学校健診の事後措置について

◆学校健診結果の「有所見者」への通知

　有所見者全員に通知.

　治療が必要な児童生徒のみに通知.

　わからない・知らない.

「有所見者全員に通知」する比率が.と高い。

「全員に通知」している母数には、所見・に分けて通知している者が多数含まれていると思われる。
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◆「所見なし」の児童生徒への通知

　通知している.

　通知していない.

　わからない.

年学校保健安全法施行規則の一部改正にて、「異常なし」の児童生徒にはその旨を通知することと

されている。

しかし「通知していない」あるいは「わからない＝知らない」学校医・健診医がほとんど。

◆学校健診結果通知書の記載方法

　所見・に分けない方式.

　所見・に分ける方式.

学校保健委員会では、通知の際は早急に専門医療機関受診を必要とする「所見」、所見の程度や症状

が軽度であるが保護者には通知しておくべきと判断する「所見」に分けることを推奨しているが、

分けない記載方法が.を占めている。

◆保護者向けの疾患（所見）説明書の使用

　通知書と同じ紙に記載して使用.

　通知書とは別の紙に記載して使用.

　説明書は使用していない.

保護者向けの疾患（所見）説明書の使用

疾患（所見）説明書を「使用していない」比率が.と高率であることは問題。

◆医療機関受診結果の記載について

　医師が記載.

　保護者等が記載.

　どちらかが記載（記載欄併記）.

「医師が記載する」形式が.を占めている。

水泳参加可否の記載は「必要である」との回答が.と高率である。



―  ――  ―

◆有所見者の医療機関受診結果学校側からの報告について

　学校側からの報告はない.

　毎年報告がある.

　問題があった児童生徒のみ報告がある.

◆有所見者の医療機関受診結果学校医の立場からの問い合わせ

　問い合わせたことがある.

　問い合わせたことはない.

学校側からの報告 学校医の立場からの問い合わせ

医療機関受診率および受診結果については、学校側からほとんど報告がない。

報告がない場合でも、学校医として学校側に問い合わせることはほとんどない。

学校健診のやりっぱなしと言わざるを得ない状況か

◆児童生徒に対する事後措置としての保健指導・助言（複数回答あり）

　集団で保健指導を行っている.

　自主的に何らかの形で行っている.

　個別に保健指導を行っている.

　学校側から要請があれば行っている.

　行っていない.



―  ――  ―

児童生徒に対する保健指導・助言

事後措置としての保健指導や助言を「行っていない」割合は.と高率である。

行っている場合でも、多くは「要請があれば行う」という受け身な姿勢である。

◆学校側（養護教諭）との連携

　十分連携している.

　まあまあ連携している.

　あまり連携していない.

　全く連携していない.

事後措置を講じるにあたり、学校側との連携は最も重要である。

しかし「あまり～全く連携していない」との回答が.を占めている。

過去年の協議で日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会が推奨する「耳鼻咽喉科学校健診で対象となる

疾患（所見）名と判定基準」の見直しを検討してきた。

今回のアンケート調査では、見直す必要がある疾患（所見）名の追加・削除について一考に値するかどう

か再確認した。また耳垢等により鼓膜の検査ができないものを「耳垢栓塞」に含めるべきか、この問題につ

いても意見を伺った。これから行う協議は「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」改訂のための重要な資料とな

る。

また学校健診における保健調査（票）の重要性と活用法についての周知、さらに耳鼻咽喉科学校健診の事

後措置はどうあるべきか、学校医としての心得と事後措置の重要性についても協議する。

) アンケートの協議

◯耳鼻咽喉科学校健診疾患（所見）名について

■追加を検討した方がよい疾患（所見）名

睡眠時無呼吸症（睡眠時無呼吸症候群）・反復性鼻出血を疾患（所見）名として追加する質問に

対して、反対の回答が多かった.

（ア）睡眠時無呼吸症（睡眠時無呼吸症候群）

賛成 

反対 

どちらでもよい 

その他 

（イ）反復性鼻出血

賛成 

反対 

どちらでもよい 

その他 



―  ――  ―

■削除を検討した方がよい疾患（所見）名

鼻中隔わん曲症は、現状のまま残した方がよいとの回答が多かった。

アデノイドの疑い、扁桃炎、慢性鼻炎は、現状のまま残した方がよいとの回答が一定数あり、現

在その病名を使用している先生方への配慮が必要。

アデノイドの疑いは、「アデノイド増殖症の疑い」と名称を変更した方がよいとの意見があった。

（ア）アデノイドの疑い

現状のまま残した方がよい 

削除した方がよい 

どちらでもよい 

その他 

（イ）鼻中隔わん曲症

現状のまま残した方がよい 

削除した方がよい 

どちらでもよい 

その他 

（ウ）扁桃炎

現状のまま残した方がよい 

削除した方がよい 

どちらでもよい 

その他 

（エ）慢性鼻炎

現状のまま残した方がよい 

削除した方がよい 

どちらでもよい 

その他 



―  ――  ―

■「鼓膜の観察ができない」の追加について

. 結果報告書の・形式に関係なく、耳疾患に含めない『耳垢等のために鼓膜の観察ができな

い』の項目を追加することに、多くの先生方が賛成と回答した。

（ア）「鼓膜の観察ができない」の追加について

賛成 

反対原所のままでよい 

どちらでもよい 

その他 

（イ）【健康診断結果の通知書】の形式がに分けない形式

賛成 

反対原所のままでよい 

どちらでもよい 

その他 

（ウ）【健康診断結果の通知書】の形式がに分ける形式

賛成 

反対原所のままでよい 

どちらでもよい 

その他 



―  ――  ―

. 文部科学省から学校保健統計調査で耳疾患が過去最高になった原因について、日耳鼻学校保健

委員会に問い合わせがあり、耳垢栓塞が増えていることを回答した結果、「耳に疾患 小中高

校で過去最多」の新聞報道となった。今後「鼓膜の観察ができない」の項目が加わり、この項

目が耳疾患から除外されることになれば、この問題が解消されることが期待される。

. 令和元年度全国定点調査の結果、耳垢栓塞について地域は地域の.倍の有所見率であ

り、地域間のばらつきが大きく認められた。「鼓膜の観察ができない」の項目追加により、地

域別のばらつきが減少し、学校医によるばらつきも減少することが期待される。



―  ――  ―

■「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」改訂時への提言（令和年度案）

. 耳垢栓塞の判定基準についての留意事項

令和年度全国代表者会議で、次回「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」改訂時への提言（案）

を行った。今回のアンケートの結果、健康診断結果の報告書が・に分けない形式、分ける

形式に関係なく、多くの先生方が「鼓膜の観察ができない」の項目を追加することに賛成の回

答であったことを踏まえて、）は「次回のマニュアル改訂時には、耳垢栓塞以外に「耳垢等

により鼓膜の観察ができない」の項目を追加して、この項目は耳疾患に含めない等を検討す

る。」とした。

「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」改訂時への提言（令和年度案）

耳垢栓塞 判定基準についての留意事項

) 現行の日耳鼻学校保健委員会の判定基準では、「耳垢のため鼓膜の検査が困難なものを含む」と定

義されているために、耳垢栓塞以外の耳垢も耳疾患に含まれている。

) 鼓膜の視診ができないことだけを理由として耳疾患有りと判定するのは、学校生活に支障のある疾

患をスクリーニングする学校健診の目的からすると過剰なスクリーニングであるとの意見もある。

) 次回のマニュアル改訂時には、耳垢栓塞以外に「耳垢等により鼓膜の観察ができない」の項目を追

加して、この項目は耳疾患に含めない等を検討する。



―  ――  ―

. アレルギー性鼻炎の判定基準についての留意事項

アレルギー性鼻炎の判定基準についての留意事項としての文面を下記の通りとした。）所

見が高度とは「鼻アレルギーガイドラインの局所所見の程度分類（＋＋＋）」を目安とする。）

健診時に軽度な症状・所見である場合は通知せず、既に診断・治療がされている場合は本人お

よび保護者に対する保健指導と助言にとどめる。

「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」改訂時への提言（令和年度案）

アレルギー性鼻炎 判定基準についての留意事項

) 現行の日耳鼻学校保健委員会の判定基準では、「粘膜の蒼白腫脹、水様 鼻汁等での他覚所見の明ら

かなもの」と定義されている。

) 学校保健安全法の目的は「学校生活に支障をきたし早期の治療が必要な場合に疾患（所見）ありと

して通知する」と定められていることから、次回のマニュアル改訂時には「保健調査票を参考にし

て、鼻閉、鼻汁等の症状・所見が高度であり、学校生活に支障をきたし早期の治療が必要な場合に

疾患（所見）あり」として通知する。

) 所見が高度とは「鼻アレルギーガイドラインの局所所見の程度分類（＋＋＋）」を目安とする。

) 健診時に軽度な症状・所見である場合は通知せず、既に診断・治療がされている場合は本人および

保護者に対する保健指導と助言にとどめる。



―  ――  ―

◯ 耳鼻咽喉科学校健診の事後措置について

■事後措置とは

. 事後措置の法的根拠（学校保健安全法施行規則 第条）

学校においては健康診断後日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあっては当人及び保護

者、学生には当人に対し通知すると共に、以下の措置を行わなければならない。

（ア）疾病の予防処置を行うこと

（イ）必要な医療を受けるよう指示すること

（ウ）必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること

（エ）療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること

（オ）特殊支援学級への編入について指導と助言を行うこと

（カ）学習、運動、作業の軽減、停止、変更等を行うこと

（キ）修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること

（ク）机や腰かけの調整、座席の変更及び学級編制の適正を図ること

（ケ）その他、発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと

. 定期健康診断の事後活動（日本学校保健会児童生徒等の健康診断マニュアル）

【事後措置について】

（ア）健康診断結果の通知

（イ）管理が必要な児童生徒等への対応

（ウ）地域の関係機関との連携

（エ）健康課題の把握（結果の統計処理）

（オ）学校医による健康相談・保健指導の実施

（カ）健康診断票等の整理と管理

【結果の活用等について】

（ア）教育計画の見直し（改善）

（イ）保健教育における活用



―  ――  ―

■学校健診後の受診率を向上させるためには

. 学校健診後治療調査の要受診率・未受診率のデータ（年全国保険医団体連合会）

耳鼻咽喉科の要受診率は.、未受診率.

聴力検査の要受診率は.、未受診率.

耳鼻咽喉科、歯科、眼科、内科のすべての科で未受診率が以上



―  ――  ―

. 担当校の養護教諭に、受診率向上のために行っている取組みをお聞きした。

（ア）保健だよりの活用

事後検査を受けると良いこと（疾患があれば早期発見、早期治療、なくても安心感につながる）

を発信した。

夏休み、冬休み等長期休み前に保健便りで受診の勧めをしている。



―  ――  ―

（イ）二者・三者面談の活用

受診の状況を聞き、受診していない場合は再配布…

面談中「過去に受診したから改めて受診をしなくて良いと思った」等の理由で受診していない、

「通知を病院に出し忘れた」等を確認したこともあった。

外国籍の方には、通訳を介して説明したり、翻訳した受診勧告書を渡している。

（ウ）養護教諭や担任からの個別の声掛け

発熱や頭痛など病気が理由で早退する児童で、耳鼻咽喉科健診で受診を勧められているが受診し

ていない場合は、早退時に保護者に声をかけている。

健診後、夏休み、冬休みに受診勧告書を配布している。

. 専門医療機関への受診率を上げるためには、養護教諭の努力と協力が不可欠である。

私の担当している小学校校と中学校の養護教諭に、令和年度と令和年月上旬までの学

校健診後の受診率のデータ提供をお願いした。

令和年度の受診率は～のばらつきがあり、令和年度の受診率はおおむね前年度と

同程度の学校が多かった。

小学校の養護教諭から、令和年度の受診率が低かったとの相談を受けたので、「受診率をあ

げるためには養護教諭の努力が重要。」と返事をした。その結果、令和年度は、から

に受診率は向上していた。

小は養護教諭の交代に伴い、令和年度受診率のデータが不明であった。

中はベテラン養護教諭から若い養護教諭に変わり、受診率が大きく下がった。

受診率の高い低いは、おおむね全科に共通であり、学校ごとに決まる傾向がある。

学校健診を担当している先生方は、担当校に受診率を報告してもらい、受診率がを切るよう

な学校には、養護教諭に受診率向上の努力を促す言葉が必要である。



―  ――  ―

■事後措置としての健康相談、保健指導・助言とは

. 健康相談・保健指導・健康診断の法的根拠（学校保健安全法施行規則 第条）

学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。

二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。

三 法第八条の健康相談に従事すること。

四 法第九条の保健指導に従事すること。

五 法第十三条の健康診断に従事すること。

・・・以下（略）

. 健康相談とは（学校保健安全法 第条）

学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。

健康相談の目的は、児童生徒等の心身の健康に関する問題について、児童生徒等、保護者に対し

て、関係者が連携し相談等を通して問題の解決を図り、学校生活によりよく適応していけるよう

に支援していくことである。心身の健康問題を解決する過程で、自分自身で解決しようとする人

間的な成長につながることから、健康の保持増進だけでなく教育的意義が大きい。

学校医等が行う健康相談は、受診の必要性の有無の判断、疾病予防、治療等の相談及び学校と地

域の医療機関等とのつなぎ役など、主に医療的な観点から行われ、専門的な立場から学校及び児

童生徒を支援していくことが求められている。

具体的には

・健康相談日を設定する。

・健康診断後の時間を利用する。

. 保健指導・助言とは（学校保健安全法 第条）

養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察

により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該

児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者に対して必要な助言を行

うものとする。

個別の保健指導の目的は、個々の児童生徒の心身の健康問題の解決に向けて、自分の健康問題に

気付き、理解と関心を深め、自ら積極的に解決していこうとする自主的、実践的な態度の育成を

図るために行われるものである。

具体的には

・健康診断時に耳鼻咽喉科疾患のアドバイスをする。

・受診勧奨で受診した児童生徒保護者に、事後措置として保健指導・助言を行う。

・特別活動の学校保健委員会、全校集会等で保健指導を行う。

. 事後措置のフォローアップの重要性

医療機関受診結果について、「学校側からの報告はありますか」の問いに対し、「報告はない」

との回答はであったが、その中で「実際に学校側に問い合わせたことがある」との回答は

わずかであった。事後措置のフォローアップとして、学校側からの報告を待っているのみ

でなく、学校医側から学校への問い合わせることも重要と思われる。



―  ――  ―

眼科の学校保健資料集に事後措置のファローアップの記述があった。耳鼻咽喉科学校医の先生方にも知っ

ていただきたいので、紹介させていただく。

事後措置のフォローアップは、眼科学校健診の上で重要なものであり、眼科学校医は積極的に関与し

て行かねばならない。まず、受診報告書の回収状況のチェックから始まり、回収された受診報告書の内

容を眼科学校医がチェックしたうえで、整理記録して保健管理指導の資料とする。疾病の診断そして治

療という道筋は大切であるが、その結果が学校に報告されて、教育活動に反映されねばならない。

健康診断の結果の追求が、ともすれば疎かになっており、特に視力検査で受診勧奨した例では、受診

の有無、受診報告書の内容確認など、結果の追求、検討の不足が問題となっているので、視力検査結果

のフォローアップには力を入れなければならない。

講演会、学校保健委員会等あらゆる機会を利用して、視覚問題を取り上げて、学校における適切な視

力指導、保健指導を活発化し、現状の改善を早急に図るべく、学校保健活動を進めねばならない。（眼

科学校保健資料集からの引用）

■健康診断結果通知書の様式（例）について

. 「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」記載のつの様式例

「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」には、健康診断後の書類についての種類の様式が記載され

ているので例示する。

（ア）健康診断結果のお知らせ（所見があった場合）

（イ）健康診断結果のお知らせ（所見がなかった場合）

（ウ）聴力検査結果のお知らせ

（エ）保護者から学校への受診報告書

（オ）学校における健康診断で対象となる主な耳鼻咽喉科所見名の説明

例示した様式の内容は、今回の協議をふまえた修正を加えている。「耳鼻咽喉科健康診断マニュ

アル」改訂を見据えたものであるが、この内容は今後変更される可能性がある。
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（ア）健康診断結果のお知らせ 所見があった場合

マニュアル改訂後の内容は未確定

（イ）健康診断結果のお知らせ 所見がなかった場合
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（ウ）聴力検査結果のお知らせ

（エ）保護者から学校への受診報告書
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（オ）学校における健康診断で対象となる主な耳鼻咽喉科所見名の説明

マニュアル改訂後の内容は未確定

. in様式による「耳鼻咽喉科健康診断結果のお知らせ」の紹介

静岡県では、日耳鼻学校健診マニュアル記載のつの様式を枚にまとめた「耳鼻咽喉科健康診

断結果のお知らせin」を、静岡県医師会と静岡県教育委員会の承認のもと、静岡県下すべて

の小学校から高等学校まで統一した様式を使っており、大変わかりやすいと耳鼻咽喉科学校医の

先生方から好評を得ている。

今回のアンケート結果の内容を加味した、方式と非方式の「耳鼻咽喉科健康診断結果の

お知らせ（例）in」を作成したので紹介する。

「所見なし」の場合の通知を徹底するために「所見なし」の項目を記載した。学校健診はあくま

でスクリーニングであることから「本年度の健康診断では、学校生活において支障をきたす耳鼻

咽喉科疾患の所見は認めませんでした。しかし、気になる症状がありましたら耳鼻咽喉科を受診

してください。」と説明文をつけた。

「耳垢等のために鼓膜の観察ができない」の項目を記載して、「この項目は耳疾患に加えずに耳

鼻咽喉科で耳疾患のチェックをする事をお勧めします。」との注意書きを加えた。

多くの先生方が使いやすいと回答のあった「主な疾患（所見）名」の記載に〇をつける様式とし

た。

幼児・児童・生徒と保護者に内容が理解しやすいように「主な疾患（所見）名」の横に、「疾患

（所見）名の内容と説明」を記載した。

保護者の責任のもとで学校に報告するために、学校への報告書は保護者記入とし、

） 医師の診断を受けた場合

） 医師の診断を受けなかった場合

のどちらかを記入する形式とした
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※in様式に興味があり、地区で参考にしたいと思われる先生は、日耳鼻事務局に連絡をいただ

ければ、エクセルファイルの様式を提供することは可能です。

様式の内容は、地域の実情に合わせて変更していただいて結構です。

（ア）耳鼻咽喉科健康診断結果のお知らせ 方式
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（イ）耳鼻咽喉科健康診断結果のお知らせ 非方式
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◯定期健康診断前に行う保健調査（票）について

保健調査とは

保健調査とは、児童生徒の健康状態を把握するために行われる「事前調査」である。

昭和年に学校保健法が制定されたとき、その施行規則によれば保健調査は「健康診断を的確かつ円滑に

実施するため、当該健康診断を行うに当っては、小学校においては入学時及び必要と認めるとき、小学校以

外の学校においては必要と認めるときに、あらかじめ児童、生徒、学生又は幼児の発育、健康状態に関する

調査を行うものとする。」とされていた。

平成年に学校保健安全法施行規則が改正され、保健調査については「学校医・学校歯科医がより効果的

に健康診断を行うため、保健調査の実施時期を、小学校入学時及び必要と認めるときから、小学校、中学

校、高等学校及び高等専門学校においては全学年（中等教育学校及び特別支援学校の小学部、中学部、高等

部を含む。）において、幼稚園及び大学においては必要と認めるときとすること。」と改正されて現在に至っ

ている。

保健調査の必要性と意義

学校健診は限られた時間の中で実施するため、より充実した学校健診にするためには事前の準備が必要で

ある。学校医が効果的に学校健診を実施するためには、担任や養護教諭等が保健調査や学校生活管理指導表

等で児童生徒の健康状態を把握し、事前に学校医に伝えることが重要となる。児童生徒の家庭や学校生活で

の日常の様子などの情報が学校健診前にまとまっていれば、実際の学校健診時にスクリーニングの精度もあ

がる。

また、児童生徒の健康に関する情報を保護者に提供してもらうことにより、保護者の問題意識と学校健診

とをつなぐ大事な架け橋になるとともに、円滑な学校生活を送るうえで必要な健康情報は何か、保護者自身

も知識を深めることができる。

その結果、我が子の健康状態を案じている保護者は学校健診結果についても関心を持つようになり、ひい

ては適切な事後措置、つまり専門医療機関受診のきっかけにつながる。

アンケート調査結果では、耳鼻咽喉科学校健診で保健調査票をあまり～全く活用していない学校医の比率

は以上にのぼる。全国的に見ると保健調査の重要性と有用性について認識不足であることは否めず、さ

らなる周知が必要である。

耳鼻咽喉科学校健診で保健調査票を活用しているか

（学校医のみの集計n＝,)
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保健調査票の項目について

日本学校保健会発行の「児童生徒等の健康診断マニュアル」（平成年度改訂）では、他科領域の調査項

目との兼ね合いおよび紙面の都合上、以下の項目が記載されている。

) 聞こえが悪い

) 発音で気になることがある、声がかれている

) よく鼻水がでる

) よく鼻がつまる

) 鼻血がでやすい

) のどの腫れや痛みを伴う発熱が多い

) 普段口を開けている

) いびきをかくことがある

) 現在治療中の病気がある

日耳鼻学校保健委員会が平成年に発行した「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」では、その不足分を補う

べく、さらに詳細な内容とし、児童生徒の心・睡眠・平衡機能・アレルギーの問題などにも対応できるよう

な調査項目と形式を提案している。

小学生用は回答を求める対象を保護者としているが、学校現場で児童の健康状態を最もよく把握している

学級担任用の記入項目も設けてある。中学生用は回答を求める対象を中学生本人としている。また養護教諭

用の項目として前年度の診断名、事後措置の結果、選別聴力検査結果などを記入する欄を設けてある。

保健調査票の内容は全国各地域によって異なるが、日々変化する学校保健情勢に対応するためにも定期的

な見直しは行うべきである。保健調査票の作成・見直しをする機会があれば、以下の点に留意する。

) 問診の対象を明らかにすること。

小学生は保護者対象とするが、中学生・高校生は健康状態を自分自身で把握できるため、本人対象

とするのがよい。

) 内容は正しく理解され易い文章とし、かつ簡潔な問診内容とすること。

) 可能な限り問診項目数を少なくすること。

) 視診・聴診だけではスクリーニング困難な耳鼻咽喉科領域の疾患についても対応できるような内容

とすること。

保健調査票の活用法

保健調査票を有効に活用するための具体策について考案する。

) 保健調査の内容は学校医に的確に伝達する。

学校医と養護教諭・学級担任は、児童生徒の保健調査の情報を共有しなければならず、その情報

は的確に学校医に伝達する必要がある。

伝達するタイミングは学校健診前あるいは学校健診時が多いだろうが、事前に養護教諭と相談し

て決めればよい。

前年度に疾患（所見）があった児童生徒についての情報を伝えることも重要である。

) 保健調査の時期は、できる限り学校健診実施日に近い時期に行うことが理想的。

季節や環境の変化によって症状や所見が異なるため、学校健診実施日に近い時期に保健調査を行

えば自覚症状と所見の関連性が判断しやすくなり、的確な事後措置にもつながる。

) 「現在耳鼻咽喉科で治療中の病気がある」という項目を設ける。

疾患（所見）があっても既に通院治療中である場合は、基本的にはあえて通知する必要はない。

現在治療中である耳鼻咽喉科疾患の有無を確認するために、保健調査票に「現在耳鼻咽喉科で治

療中の病気がある」などの項目を作ることは有用である。

) フリーワード項目を設ける。

保健調査票の項目数には限りがあるため、フリーワード（自由記入）の項目を設けると応用が効く。
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しかし内容が煩雑化することは否めず、養護教諭・学校医の負担は増すことになる。

) 学級担任用の記入項目を設ける。

特に小学校では、学校現場で児童の健康状態を最もよく把握しているのは学級担任であるため、

学級担任用の記入項目を設けるとよい。

＊「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」より抜粋

学級担任用の保健調査項目（例)

) 養護教諭用の記入欄を設ける。

前年度の疾患（所見）名、事後措置の結果、選別聴力検査結果など養護教諭用の記入欄を設ける

とよい。

児童生徒の健康状態が把握しやすくなり、継続的な健康管理にも繋がる。
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＊「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」より抜粋（改変)

養護教諭用の保健調査項目（例)

) 質疑応答

◯耳鼻咽喉科学校健診疾患（所見）名について

〈質問〉 岡山県地方部会 馬場 雄三

日耳鼻では病名で所見をとっていますが、現場では問診と所見でのみ判断するので少し無理があるように

思います。疾患名ではなく所見名でという意見が当県でも多く見られます。

例アレルギー性鼻炎→アレルギー性変化 慢性中耳炎→鼓膜穿孔

なお、病名での通知書は、あくまでも「疑い」であることを強調していただきたいです。

〈応答〉 足立 昌彦

文部科学省の学校保健統計調査では、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患・異常のつの耳鼻咽頭

疾患の標本を抽出することになっております。そのつではあまりに大雑把すぎるために、日耳鼻では各疾

患を～に細分化した疾患（所見）名を日耳鼻マニュアルに記載しております。実際に耳鼻咽喉科健診で

は所見名の方が視診と合致するとは思いますが、所見名ではさらなる細分化が必要であり養護教諭による文

部科学省への提出標本が疾患名であることから齟齬が発生する事も心配されます。

通知書の疑いについてですが、学校健診はスクリーニングであるために、健診における疾患（所見）名は

あくまでも「疑い」であり、確定診断は事後措置に委ねることになっています。その事はマニュアルにも書

かれておりますが、もし先生方の地域において解釈の違いがある先生には、先生方からも周知をお願いいた

します。

〈質問〉 千葉県地方部会 前田 陽一郎

鼓膜の観察ができないというのは、鼓膜をみてないわけなので、これは受診勧奨という方向でよろしいの



―  ――  ―

でしょうか。は受診してほしい、は経過をみるとのことだったと思いますが、そちらはどういうお考え

なのか教えてください。

〈応答〉 足立 昌彦

耳垢等により鼓膜の観察ができない児童生徒に関しては、耳鼻咽喉科に行き、耳垢を除去した上で耳疾患

の有無のチェックをしていただきたいと思います。・方式を採用している地域において、耳垢ではない

耳垢栓塞に関してはこれまでの通りの・対応でお願いいたします。

〈質問〉 福岡県地方部会 上村 弘行

アレルギー性鼻炎において重症の場合のみを有所見として、軽症と中等症の場合は有所見としないとした

場合、親御さんは通知がない場合にアレルギーはないと誤解しないか懸念されますがいかがですか。

〈応答〉 足立 昌彦

学校健診では学校生活に支障があるアレルギー性鼻炎をスクリーニングするのが目的であるために、アレ

ルギー性鼻炎のすべてをスクリーニングするのではありません。所見がない場合には、健診結果の通知書に

「学校生活において支障をきたす耳鼻咽喉科疾患の所見は認めませんでした。」等の文言で児童・生徒・保護

者に誤解が生じないようにすることが望ましいと思います。

◯耳鼻咽喉科学校健診の事後措置について

〈質問〉 新潟県地方部会 大滝 一

受診結果について学校医に連絡がない学校に対して、学校医の方から養護教諭や学校に働きかけはあるの

か。養護教諭が変わった時に学校医側から何らかのお願いをされているのかどうかをお伺いしたい。

〈応答〉 足立 昌彦

私の担当校の養護教諭に受診率を尋ねると、多くが「ぐらいです。」との回答であったが、すべての

学校から受診率を報告していただくとの学校もあることがわかった。自発的に連絡がない学校に対して

も、受診率等に対して連携を密にすることが重要があることがわかった。また、今回のデータから養護教諭

が交代した時に受診率が変動しやすい事も確認されたので、そのような時には特にしっかり対応をしていく

必要があります。

〈質問〉 岩手県地方部会 鈴木 利久

岩手県教育委員会は、事後措置の統一化としてビッグデータを一括に管理することになり、内科耳鼻咽喉

科眼科歯科のフォーマットを共通させて一括して管理することなりました。この月から岩手県ではの市

町村、さらに年後の令和年度には全市町村に運用をさせて、今ある事後措置に準拠した形で統一できそ

うです。これはよその都道府県でも進んでいるのでしょうか

〈発言〉 日本学校保健会専務理事 弓倉 整

PHR（Personal Health Record）につきましては、令和年度から手上げする自治体の小中高が始まる予

定になっております。この支援システムは都道府県でばらつきがあり、全国的に一斉に始まるということは

無理です。文科省の方も令和年度の PHR の活用事業の前の予算要求がある程度通り、まだ進んでいない

所とか情報を必要とする所へのサポートやヘルプのシステムやデスクを作るというようなところを事業内容

として行っております。小中高に関しては学校保健安全法で大体決まっていますが、大学については結構独

自にやっている所があります。大学での健康診断の内容につきまして、某企業が調査を行っている所でござ

います。こちらの方は私も有識者会議の方で参加させていただいておりますが、基本的に統一フォーマット
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を作らないと PHR ができませんので、今から大学の方のデジタルフォーマットを詰めていくというような

所になっております。

◯定期健康診断前に行う保健調査（票）について

〈質問〉 岡山県地方部会 馬場 雄三

保健調査票では学業に支障するレベルをききたいので、問診も全体的に重い症状を聞くようにする方が良

いと思います。広く症状を聞くとせっかく訴えがあっても、所見の取れないものはピックアップするバイア

スになりにくいです。

例よくいびきをかく→とてもいびきが大きい

鼻血をよく出す→頻回に鼻血が出る、止まりにくい

〈応答〉 朝比奈 紀彦

学校健診は学校生活に支障のある疾患をスクリーニングすることが目的ですが、保健調査の段階でバイア

スをかけすぎることは避けるべきだと思います。また保健調査票の問診に答えるのは保護者あるいは児童生

徒本人であるため、いびきや鼻出血などの重症度判断が確実にできるとは思えません。

問診項目は「理解されやすく、簡潔な内容」として答えてもらい、実際の学校健診時の視診および本人へ

の問診によって学校医が重症度を判定したうえで通知が必要かどうかをスクリーニングするのが理にかなっ

ていると思います。

しかし耳鼻咽喉科学校医未配置校や耳鼻咽喉科医による健診未実施校への対応について、保健調査票の内

容は専門医療機関受診へ導くための重要な判断材料となるため、耳鼻咽喉科領域の健康診断を補うに十分な

ものとすることが求められています。そのような地域への対応として「重い症状の有無」を問うことは一案

かもしれません。

〈質問〉 岡山県地方部会 馬場 雄三

アレルギー性鼻炎は健診の重要な項目です。調査票にガイドラインの「重症」を判断する項目を入れてい

ただきたいです。問診上で重症者を見つけることができます。

例くしゃみ鼻水が出やすい→日回以上のくしゃみや鼻かみがある。

口をあけていることが多い→日のうちかなりの時間の口呼吸がある。

〈応答〉 朝比奈 紀彦

前の質問に対する回答と重なりますが、アレルギー性鼻炎に限らず、保健調査の段階で過度なバイアスを

かけることはせず、あくまでも学校健診時の視診・問診で学校医自身がスクリーニングすべきであると思い

ます。

私たちは学校医ですので、学校健診の場で的確に診断・スクリーニングすることが基本です。そのための

補助資料として保健調査の内容や疾患（所見）の判定基準があると考えてください。
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. 総括

過去年間の協議に引き続き、耳鼻咽喉科学校健診の在り方についてアンケート調査を行った。今年度は

日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会が推奨する耳鼻咽喉科学校健診の疾患（所見）名についての再確認、

学校健診の精度向上と効率化のために重要な「保健調査」、そして学校健診のやりがいを見いだすためにも

不可欠な「事後措置」の在り方について意見を伺い、協議した。

) 耳鼻咽喉科学校健診における疾患（所見）名ついて

昨年度のアンケート調査および協議結果を踏まえ、日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会が推奨する耳

鼻咽喉科学校健診の疾患（所見）名の見直しについて検討した。

◯ 追加を検討した方がよい疾患（所見）名

追加を検討する疾患（所見）名として「睡眠時無呼吸症」「反復性鼻出血」が挙げられた。学校健診はス

クリーニングであり確定診断する場ではなく、保健調査票の内容と実際の学校健診時の視診の結果から日常

生活や学校生活に支障があると判断した場合に「疑い」として通知し、確定診断は事後措置に委ねることが

前提となる。そのように考えると学校健診での過度なスクリーニングは適当ではないため、「睡眠時無呼吸

症」や「反復性鼻出血」（あるいは鼻出血）のような「症候」と捉えられるものに関しては、その誘因とな

る疾患・所見で通知するべきである。既に疾患（所見）名のひとつとして使用している地域については現状

のままでよいと思うが、日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会が推奨する疾患（所見）名には追加しない

意向である。

◯ 削除を検討した方がよい疾患（所見）名

削除を検討する疾患（所見）名として「アデノイドの疑い」「鼻中隔わん曲症」「慢性鼻炎」「扁桃肥大」

が挙げられた。この中で「アデノイドの疑い」「扁桃肥大」については削除した方がよいとの意見が多いこ

とが確認できた。しかし削除することに反対している、つまり学校健診の疾患（所見）名として通知するこ

とがある学校医・健診医がひとりでもいる限りは削除すべきではない。

また児童生徒の健康を損なう恐れのある耳鼻咽喉科領域疾患については児童生徒・保護者のみならず学校

保健に関わるすべての者が知識を得る必要があり、その中にこれらの疾患も含まれている。したがって敢え

てこれらの疾患（所見）名を削除することは避け、現状のまま残すべきである。

◯ 疾患（所見）名「アデノイドの疑い」の変更について

咽頭扁桃肥大＝アデノイド肥大であり、アデノイドが病的に肥大している状態＝アデノイド増殖症という

理解のもと、その疑いがある時には疾患（所見）名「アデノイド増殖症の疑い」として通知することとした

い。

◯ 「鼓膜の観察ができない」の追加について

疾患（所見）名「耳垢栓塞」について、現在推奨している判定基準では「耳垢のため鼓膜の検査が困難な

ものを含む」と定義しているが、いわゆる“耳あか”も耳疾患に含まれている。つまり鼓膜の視診ができな

いものはすべて「耳疾患」に含まれ、文部科学省の学校保健統計調査で耳疾患が増加している要因のひとつ

でもあった。これは過剰なスクリーニングに他ならない。

今回のアンケート調査でも多数の賛同が得られたことから、「耳垢等により鼓膜の観察ができない」の項

目を追加する意向である。この項目は「耳疾患」に含めないこと、そして耳疾患の有無については専門医療

機関での事後措置に委ねることとしたい。この決定には賛否あると思うが、まずは試験的に判定基準を変更

し、各地域の耳鼻咽喉科学校健診結果の動向を追いたい。

) 耳鼻咽喉科学校健診の事後措置について

昨年度の協議にて、学校健診業務に「やりがい」を感じている医師は.に留まったが健診オンリーの

姿勢では決して学校健診の「やりがい」、学校医としての「やりがい」は見いだせないことに言及した。

耳鼻咽喉科学校健診を実施した後、疾患（所見）について児童生徒および保護者に適切に通知し、その疾

患（所見）名と専門医療機関受診の必要性について正しく理解してもらい、そして受診後の確定診断や治療
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経過について報告を受け、その結果をもとに児童生徒の健康管理および保健指導を行うことが「事後措置」

の流れである。この流れが滞りなく遂行され、児童生徒の健康保持増進と自己健康管理能力の向上に繋がっ

た時に「やりがい」を見いだせると提言した。

今回のアンケート調査から、学校医としての立場からやるべきことと、養護教諭（学校側）がやるべきこ

とがあり、双方の連携が不可欠であることを再確認した。

耳鼻咽喉科学校健診後の専門医療機関受診率を上げるためには、受診の必要性について保護者への啓発が

必要であること、そのためには通知書に疾患（所見）について理解させるための説明文を添えることが基本

となる。さらに受診結果報告書が提出されない場合は、養護教諭から保護者への直接の声掛けや受診勧告書

の再配布をする、保健だよりを利用して受診を促すなど、学校側の努力も不可欠である。また専門医療機関

受診の有無・受診結果については養護教諭（学校側）から必ず報告を受けることが重要であり、報告がない

時は自ら養護教諭に情報提供を求めていただきたい。そしてその結果を踏まえて耳鼻咽喉科学校医として個

別の健康相談、保健指導・助言などを行ったり、集団での講話、保健だよりへの寄稿などを行うことは学校

医としての職務であることを自覚していただきたい。

) 耳鼻咽喉科学校健診における保健調査（票）の活用法

保健調査は、限られた時間内で充実した学校健診を行うための事前準備として、毎年全学年に対して実施

されている。事前に児童生徒の健康状態を把握することによって、学校健診の精度向上と合理化に繋がる。

アンケート調査結果からは、未だに保健調査（票）を有効に活用していない学校医が少なからず存在する

ことがわかった。その内容については地域の学校保健事情に沿ったものとすればよいが、児童生徒本人や保

護者が記入することを考慮して、できる限り簡潔で理解しやすい内容とすることに留意していただきたい。

保健調査（票）を有効に活用するためには、事前（または健診中）に保健調査（票）の内容を的確に伝え受

ける必要があり、この点からも養護教諭・学級担任との連携が重要となる。また「耳鼻咽喉科で現在治療中」

の疾患の有無は必ず確認することが望ましい。

日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会が推奨する保健調査票はかなり細かい内容となっている。その理

由のひとつは耳鼻咽喉科学校医未配置校や耳鼻咽喉科医による健診未実施校に対応するためである。そのよ

うな学校では保健調査票の内容が専門医療機関受診へ導くための重要な判断材料となるため、耳鼻咽喉科領

域の健康診断を補うに十分なものとすることが求められているからである。

) 「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」改訂に向けて

日耳鼻学校保健委員会（当時）は、平成年月に「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」を発行した。その

平成年月に日本学校保健会から発行された「児童生徒等の健康診断マニュアル 平成年度改訂版」の

内容だけでは特殊性を有する耳鼻咽喉科領域の健康診断に対応できないと考えて発行に至った。その内容は、

◯保健調査（票）の充実 ◯スタンダードな健診疾患（所見）名と判定基準の共有 ◯適切な事後措置を講

じるための方策 に重点をおいて作成したが、その後年が経過し、時代の流れとともに学校保健事情にも

変化が見られている。特にスタンダードな健診疾患（所見）名と判定基準の共有を目的としたにもかかわら

ず、「アレルギー性鼻炎」や「耳垢栓塞」の有所見率の地域差・個人差がかなり大きいことが問題視されて

いた。また耳鼻咽喉科学校健診に対して「やりがい」を見いだせるような内容とも言い難い。

年間に渡るアンケート調査および学校保健全国代表者会議での協議を通じ、耳鼻咽喉科学校健診の現状

と問題点を再確認することができた。そのため現在のマニュアルについても加筆・修正が必要であると判断

し、日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会は「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル改訂版」発行に向けて準備

中である。「学校における健康診断で対象となる主な疾患と判定基準」についても修正を加えることになる

が、マニュアル修正案については来年度の全国代表者会議の場で報告する予定である。
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報 告

耳鼻咽喉科学校医配置状況等の全国調査結果について

委員長 坂 哲 郎

調査の目的

耳鼻咽喉科学校健診に関わる諸問題の中でも、耳鼻咽喉科学校医の未配置校もしくは耳鼻咽喉科医による

健診がなされていない学校の解消は、早急に解決しなくてはならない問題の一つと考えられる。平成年に

当委員会により、全国の公立小中学校における学校医の配置状況等に関わる調査が詳細になされてはいる

が、それ以降この問題に関する現状把握はできていない。そこで今回、文部科学省ならびに関係各部署にこ

の問題の法改正を含めた抜本的解決を訴えるための資料を作成することを目的にして、現状を把握するため

の調査を行なった。

調査の対象と方法

日耳鼻各地方部会学校保健委員長にアンケートを配布し、公立小中学校を対象にして、令和年月時点

での各都道府県の状況について調査を依頼した。

アンケート内容

. 耳鼻咽喉科学校医が配置されていない公立小中学校は

□ ない

□ ある → 公立小学校数（　　　）校 公立中学校数（　　　）校

. 設問◯で「ある」と回答した都道府県では、耳鼻咽喉科領域の学校健診は

（各地区・各学校によって異なる場合は複数回答可）

□ 耳鼻咽喉科医が健診医として毎年行っている

□ 耳鼻咽喉科医が行っているが、毎年ではない

□ 内科校医などが耳鼻咽喉科領域も健診している

□ 耳鼻咽喉科領域の健診は行っていない

□ わからない

□ その他（自由記述）

. 設問◯◯を踏まえて、耳鼻咽喉科医による健診が行えていない公立小中学校は

□ ない

□ ある → 公立小学校数（　　　）校 公立中学校数（　　　）校

. 調査を行った公立小学校数 （　　　　）校

. 調査を行った公立中学校数 （　　　　）校

調査結果

各都道府県の調査結果の詳細を表に示す。ほぼ全ての都道府県で以上の小中学校の調査を行なって

いただいた。

設問

耳鼻咽喉科学校医配置率の全国平均は.であった。配置率が調査校数のであったのは自治体

であった。（スライド、）

設問

耳鼻咽喉科学校医が配置されていない場合、誰が耳鼻咽喉科領域の学校健診を行なっているかという設問



―  ――  ―

に対しては、健診のみを行う立場で耳鼻咽喉科医が行なっているとの回答が自治体で一番多かったが、内

科校医などが耳鼻咽喉科領域も健診しているとの回答が自治体あり、耳鼻咽喉科領域の健診は行ってない

と回答された自治体もあった（スライド）。自由記載の内容をスライドに示した。

設問

学校医であるなしに関わらず、耳鼻咽喉科医による健診実施率の全国平均は.であった。実施率

と回答したのは自治体であった（スライド）。学校医配置率と、耳鼻咽喉科医による健診実施率を比

較したものがスライドで、学校医配置率よりも健診実施率が多い自治体が大多数であるが、逆転している

自治体がつあった。耳鼻咽喉科医による健診実施率が以下の自治体はあり、健診実施率と学校医配

置率の差が以上ある自治体はつあった（スライド）。

学校医配置率や耳鼻咽喉科医による健診実施率がに届かない自治体について、その理由はさまざま

で、それぞれの地域で特有の事情があるというのが実際のところである。その理由をひとくくりに説明する

ことは困難であるが、その一端でも知ることができればということで、耳鼻咽喉科医による健診実施率が

以下の自治体にその理由を尋ねてみた（スライド、）。回答はやはり耳鼻咽喉科健診の主な担い手で

ある耳鼻咽喉科開業医が少ない、もしくはいないためという自治体が多かった。しかし中には、以前は確か

に開業医が少なく担い手がいない状況であったが、近年は開業医が増え状況が改善しているにも関わらず、

行政が耳鼻咽喉科学校健診に無関心で以前のまま健診が行われていない、また地域の医師会が耳鼻咽喉科学

校健診に対して関心が薄い、また開業医自身が健診に対して非協力的なこと、というようなことが原因に

なっているとの回答もあった。

また学校配置率と耳鼻咽喉科医師による健診実施率に差がある自治体にその理由を尋ねてみた。便宜的に

以上差のある自治体にその理由を尋ねてみたところ、概ね地域の大学病院や機関病院所属の耳鼻咽喉科

勤務医がその役割を担っており、そのおかげで健診実施率が保たれているとの回答が多かった（スライド）。

あと、学校医配置率よりも耳鼻咽喉科医による健診実施率が低くなっている自治体あり、それぞれにそ

の理由を尋ねてみたところ、一つは耳鼻咽喉科学校医として配置されてはいるが、その地域では学校健診そ

のものが行われていないので耳鼻咽喉科健診も行なわれていないため、もう一つは耳鼻咽喉科学校医として

配置はされているが、内科学校医が耳鼻咽喉科健診を必要と判断する場合にのみ耳鼻咽喉科健診を行なって

いるため、という回答であった。

まとめ

今回の調査のまとめをスライドに示す（スライド）。耳鼻咽喉科学校医の未配置、耳鼻咽喉科医による

健診の未実施が生じる理由は地域によりさまざまであり、一概に述べることはできない。この問題の解消に

は、それぞれの地域で耳鼻咽喉科医師と行政相互の協力、さらには関係諸法の改正を含む抜本的な改訂が必

要と考えられた。

質疑応答

〈質問〉 沖縄県地方部会 新濱 明彦

沖縄県が学校医配置率と特に低くなっているが、沖縄県は戦後年まで日本ではなかったという事

情があり、法律が異なっていた。それで基本的には沖縄本島内において学校医は各校名で、内科医師がそ

れを務めている。自分は最近になって新しくできた南城市で耳鼻咽喉科の学校医になったが、ここは自院よ

りkm ほど離れたところである。その市でしか耳鼻咽喉科学校医になれない状況である。離島は大学が医

師を派遣して耳鼻咽喉科の健診を行なっているが、本島内は全く変わらず、古くからされている少数の耳鼻

咽喉科学校医も高齢になったり、病気になったりして引退し、その後はいなくなるという状況が続いてい

る。この状況をなんとかしないといけないということで、教育委員会に何度も耳鼻咽喉科学校医をさせてほ

しいと訴えてはいるが、聞き入れられない。そこで現在は学校医ではなくとも少なくとも耳鼻咽喉科医によ
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る健診の実施率をあげようとして耳鼻咽喉科医会とも協働して活動しているところである。結局これは政治

的な問題かと考えている。日耳鼻になんとか動いてもらって、予算をつけてもらうなりすることはできない

のか。

〈応答〉 坂 哲郎

結局そのような状況を改善するための資料を作成するために、今回の調査を行わせていただいた。地域の

貴重な実情報告をいただき、大変ありがたく思っている。

〈質問〉 栃木県地方部会 金子 達

栃木県では内科学校医が耳鼻咽喉科領域の健診も行っている学校があり、それを自治体は異常なことだと

みなしていない。これは法的には問題はないのか。また栃木県は確かに耳鼻咽喉科開業医の数が少なく、耳

鼻咽喉科学校医のなり手が少ない。そこで宇都宮市に周辺自治体から要請があって、学校医を出したり健診

に出向いたりすることがあるが、すべての自治体がそのような方法をとっているとも限らず、またそのよう

な方法があるということも知らない自治体があるのが実態である。また今回の調査では配置率、健診実施率

がの自治体もあるとのことだが、どのようにすればそのような数字になるのか教えてほしい。

〈応答〉 坂 哲郎

学校保健安全法施行規則では耳鼻咽頭疾患の健診は行わなければならないが、それを行うのが耳鼻咽喉科

医でないといけないという規定はなく、内科学校医がこれを行っても法的な問題はない。だが、年以降

科校医体制が確立されている以上は、耳鼻咽喉科疾患の健診は本来耳鼻咽喉科医師が行うのが筋である。

しかし現実問題として、それぞれの事情により必ずしも耳鼻咽喉科学校医の配置、耳鼻咽喉科医師による耳

鼻咽喉科健診がすべての地域で行なわれているわけではない。そのような現状を少しでも改善する目的で今

回このような調査を行った。この結果をもとに資料を作成し、政治や行政にアピールしたいと考えている。

貴重な現状報告に感謝を申し上げる。
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表 調査結果詳細
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研 修 会

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会員に対するヘッドホン・イヤホン難聴に関する
アンケート調査結果

【対象】 日耳鼻会員

【期間】年月日から月日

【方法】 インターネット調査メールにて依頼し、Google フォームで回答

【質問構成】 セクション（◯～◯）会員全員

セクション（◯～◯）学校医

セクション（◯）会員全員にヘッドホン・イヤホン難聴に対して自由記載

セクション

回答者数は,名であり、年齢は歳代から歳代まで、主な勤務先は病院.、診療所.で

あった（図）。以下、回答結果の一部を提示する（図～）。

. 「ヘッドホン・イヤホン難聴」という言葉を知っていますか。 はい. いいえ.

. WHO が定めた安全な音量と聴取時間の上限基準（成人dB、時間/週、小児dB、時間/週）

を知っていますか。 はい. いいえ.

. これまでにヘッドホン・イヤホン難聴の患者さん、もしくはヘッドホン・イヤホン難聴が疑われる患者

さんを診療したことがありますか。 はい. いいえ.

. 患者さんからヘッドホン・イヤホン難聴に関して質問を受けたことがありますか。

はい. いいえ.

. ヘッドホン・イヤホン難聴の予防・進行防止のためにどんなアドバイスをしていますか。（複数回答可）

連続して装用せずに、定期的に休息をとる .

ヘッドホン・イヤホンの聴取時間・音量を推奨基準内に収める .

定期的に聴力検査を受ける . などであった

セクション

,名の回答者のうち学校医として従事している,名（.）へ追加調査を実施した。学校医とし

て従事している回答者は歳代以上が以上であり、主な勤務場所は、病院.、診療所.であっ

た。そのうち.は小学校、.は中学校、.は高等学校の学校医となっていた（複数回答可）。

セクションの質問「ヘッドホン・イヤホン難聴」という言葉を知っていますか。質問WHO が定めた

安全な音量と聴取時間の上限基準（成人dB、時間/週、小児dB、時間/週）を知っています

か。の質問に関する回答には、学校医と学校医以外での差は認められなかった。

以下、学校医への質問に対する回答を提示する。（図～）

. 今まで学校医として、「ヘッドホン・イヤホン難聴」への対応が必要だと考えていましたか。

はい. いいえ.

. 今までに、学校医として養護教諭などから「ヘッドホン・イヤホン難聴」に関しての質問などを受けた

ことはありますか。 はい. いいえ.

. 今まで学校における健康教育の一環として講話などで「ヘッドホン・イヤホン難聴」の啓発を行ったこ

とはありますか。 はい. いいえ.

. 「ヘッドホン・イヤホン難聴」の啓発を児童・生徒に行う場合、いつ頃から始めるべきと考えますか。

小学校低学年 . 小学校高学年. 中学生. 高校生.
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. 学校における「ヘッドホン・イヤホン難聴」の啓発方法として有効と考えられるものを選んでください

（複数回答可）。

保健だよりなどで取り上げてもらう.、養護教諭への啓発など.、ポスター等の掲示物.、

講和.、学校新聞への掲載.

. ヘッドホン・イヤホン難聴対策 WG・学校保健委員会は、今後学校における「ヘッドホン・イヤホン

難聴」に関する講話用資料を作成予定です。どのようなものがあれば使いやすいと考えますか。

PPT 資料＋説明用飼料.、音声付きビデオ.、PPT 資料のみ.

. 上記資料は、だれを対象としたものがよいと考えますか。

小学生（低学年）.、小学生（高学年）.、中学生.、高校生.、成人（保護者、

教諭等）.

その他のご意見（一部）

レジャー騒音やインカムなどについて 件

レジャー騒音に規制を、レジャー騒音の啓発

ヘッドホンだけでなく、音響外傷全般について啓発すべき

インカムなども注意が必要

インカムによる難聴もある

インカムによるリスクあり、産業医への啓発が必要

ピストルによる音響外傷と難聴予防対策が必要

学校教育について 件

音声付き画像を作成してほしい

担当校が多いため健康教育が難しい

院内の掲示板で流せる動画作成してほしい

定期的な聴力検査と教育が必要

難聴以外の安全面について 件

自転車の際のイヤホンについて注意が必要

難聴以外にもイヤホン装用による事故回避のための活動必要

難聴だけでなく交通安全への注意も必要
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ヘッドホン・イヤホン難聴を取り巻く環境と対策について

日本医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科 松 延 毅

ヘッドホン難聴とは、一般的に音響性聴覚障害の一つとも言われているもので、大きな音を長時間聞き続

けることにより発症する難聴のことである。携帯音楽プレーヤーやスマートフォンの普及により、ヘッドホ

ンを使用して大音量で音楽を聴く人々が増えているのと同時に、映画館、コンサート会場、ナイトクラブ等

のイベント会場における大音量により、とくに若年齢層の音響外傷の危険が高まっている。世界保健機関

（WHO）の調査によると、世界で億人の若者が騒音性難聴になる危険にさらされている。中高所得国の

若者（歳から歳）の約が、携帯音楽プレーヤー等の使用により安全圏を越えたレベルの騒音により

危険なレベルの音量にさらされている状況である。学童や学生に対してのそれらを使用しない、音楽を聴か

ないという抑制は無理なことでもあり、難聴を予防する正しい使い方を知る必要がある。

ヘッドホン難聴の聴力低下レベルに関しては、軽度難聴からせいぜい中等度難聴までとされている。基本

的に、突然聴力低下するような難聴は稀であり、下がったとしても軽度であったり、正常範囲内であること

もある。高度難聴、重度難聴にまで低下することはほとんどないとされている。たいていの場合は、右と左

で聴こえが違う、音が聴きとりにくいといった症状や、耳閉塞感、耳鳴りやめまい感などを感じる。また難

聴の特徴として、自分自身では耳の聴力低下に気がつかないことも多い。相手から指摘されて気がつく場合

があり、知らず知らずのうちに難聴が進行している可能性がある。また、同じ音を聴いていても、難聴にな

る人とならない人がいる。こうした個人差は、感覚細胞の脆弱性の差によるもので、遺伝的な要素が関係し

ていると考えられる。

音響性難聴は、内耳にある蝸牛が障害を受けることで起こる。蝸牛にある感覚細胞（有毛細胞）は音を振

動として感知し、これを電気信号に変換して脳（聴覚路）に伝える。しかし、大きな音を聴いたときの大き

な振動によって、蝸牛の血流が滞ったり、感覚細胞の一部が脱落して変性・消失してしまうことがある。失

われた感覚細胞は再生できないため、いかに早期に治療するかが重要になる。

ヘッドホン難聴の治療は、早期であればあるほど治る確率が高くなるとされる。逆に、遅ければ遅いほど

治療は困難であり、症状が出てからヶ月経つと治療は非常に困難とされている。ただ、難聴になり始めて

どのくらい時間が経過しているのか、本人もわからないケースが多いのが現状である。初期症状の場合、治

療はビタミン剤、ステロイド、血管拡張剤、血流改善剤などの薬が使用される。難聴になって時間が経って

いる場合、治療は行わず、症状が進行しないように予防するという方法が取られることもある。

ヘッドホン難聴や、将来の難聴リスクから耳を守るためには、何より大音量にさらされる機会を減らすこ

とが非常に大切である。WHO と国際電気通信連合（ITU）は年月に連名で、安全な音量と聴取時間

の上限についてのガイドラインを示した)))。WHOでは、ヘッドホンやイヤホンで音楽を聞くときの注意

点として、以下を推奨している。

◯音量を下げたり、連続して聞かずに休憩をはさむ。

◯使用を日時間未満に制限する。

◯周囲の騒音を低減するノイズキャンセリング機能」のついたヘッドホン・イヤホンを選ぶ。

今回、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会にヘッドホン・イヤホン難聴対策ワーキンググループが（野上兼一

郎座長、松延毅委員長）が発足し、啓発活動、実態調査、音圧測定のつの柱で活動を開始している。本講

演では、その活動の一部も紹介する予定である。

文 献

） https: //www.who.int / news-room / detail / 12-02-2019-new-who-itu-standard-aims-to-prevent-hearing-

loss-among-1.1-billion-young-people

） https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280085/9789241515276-eng.pdf

） https://news.itu.int/safe-listening-standard/
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令和年度日耳鼻・日本臨床耳医会医会学校保健全国代表者会議ならびに

学校保健研修会アンケート調査結果について

アンケート回答数件（参加者名)

. 日程について

件の回答

. 開催形式について、どのような形式が参加しやすいですか

件の回答

. 協議「今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について Part 」の内容について

件の回答
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. 協議の内容についての評価（良い、普通、悪い）の理由をお聞かせください。（一部抜粋集約）

□良い についてのご意見

調査の内容等はとても詳しく全国的な傾向もわかって良かった。もっと質疑応答の時間が取れていれば、より実地に

即した意見が出やすかったのではと思った。耳鼻咽喉科健診はやりっ放しの傾向が強く、学校保健委員会への参加

率も低いのではないかと推測しているので、事後措置の重要性を学校医側・学校側共にもっと周知させるべき。

委員に対して丁寧な説明であった。

学校健診の問題点が見いだせて、方法の方向性が見えてきた。

学校保健の現状がわかり、あり方を深く考えるようになった。

耳鼻咽喉科の存在意義を高めるのに必要だ。

必要性に見合った協議内容と思う。

有意義な健診にしていくために項目の変更などを検討していた点が良い。

全国的に統一は難しいと思うが、現状の把握と地区ごとの改善の目標になると思った。

具体的な結論がまとまった。

ある程度、問題点を解決できた。

□普通・悪い についてのご意見

結局、あまり変化のない結論になってしまった為。

設問を絞って討論を増やすべきだ。

健診の評価を標準化してほしい。

病名削除など多数の意見が反映されていないのはやや残念だが仕方ない。

原則は良いが、全ての耳鼻咽喉科学校医のモチベーションを上げる方策を考えて貰いたい。

総括での「削除することに反対する学校医・健診医が一人でもいる限り、削除するべきではない」であれば代表者会

議そのものの必要意義がとわれる。改革の基準が欲しい。例えば、賛成半数以上や三分の二以上などとすれば良いの

ではないか。

□その他のご意見

台後半の医師が多く、学校健診継続は大変で、から校は行っている。視診での診察で十分と思う。耳垢で鼓膜

が見えない場合、医療機関では耳垢除去として請求し良いものかどうかの判断が負担になっているようで、健診で診

断できることしか対応できない。

学校健診については/文科省の（着衣検診）通達のように児童生徒のプライバシーと心情に配慮しなければならず、

常にバージョンアップ出来るように意見を出し合わなければいけない。バカバカしいと思われても意見を記録してお

くことが必要。

. 報告「耳鼻咽喉科学校医配置状況等の全国調査結果」について、ご意見をお聞かせください。（一部抜粋集約）

耳鼻咽喉科学校医を置くように行政に働き掛ける必要がある。

日耳鼻・臨床耳鼻科医会からも配置について働きかけて欲しい。

健診率の低い地方自治体に学校保健委員会から直接改善を求める通達を送って欲しい。そうしないと事態が進展しない。

全国の耳鼻咽喉科学校医の現状とそれぞれの問題点や事情が理解出来た。

地域差が大きく衝撃的だった。

調査に加わって、行政が耳鼻咽喉科健診に熱心なところと全くそうでないところがあることに驚いたが、全国的にも

そのような傾向があると感じた。

学校医が足りないだけが問題ではないことが分かった。

配置率が良かった県も決して耳鼻咽喉科医師が十分いるからではなく勤務医や行政との協力があって苦労の末に

になっていることを指摘したい。

沖縄のには驚いた。各都道府県は今回の結果の全国の現状を医師会や行政、教育委員会に見せて医療過疎地区だ

と議員に言わせるといいと思う。

全国的に統一は難しいと思うが、現状の把握と地区ごとの対応を検討するべき。
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耳鼻咽喉科医がいない遠方の地域の学校医になりたいドクターがいない。

医師の高齢化で田舎は苦しい。今後学校保健活動が難しい地域が出てきそうである。

他県の学校保健の状況が知れるのはいいが、問題の解決には言及していない。

もう少し内容に触れて欲しかった。

. 研修会報告「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会員に対するヘッドホン・イヤホン難聴に関するアンケート調査結果」

のご意見をお聞かせください。（一部抜粋集約）

この結果をまとめて会員へ配布するのが望ましい。

学校保健に強く関連する事項であるが、多くの会員も知らない現状が認識できた。まず耳鼻咽喉科医へ啓発し、ヘッ

ドホン/イヤホン難聴の認知度を上げる必要があると感じた。

学校ではまだあまり取り入れられていない実情がわかった。

学校医また学校教育に絶対必要な事項である事と再認識させられた。

若者が難聴にならないように取り組んでいきたい。

学校での講話をしていきたいので、音声付きビデオや PPT などの資料作成をして欲しい。

. 研修会「ヘッドホン・イヤホン難聴を取り巻く環境と対策について」の内容について

件の回答

. 研修会についての評価（良い、普通、悪い）の理由をお聞かせください。（一部抜粋集約）

□良い についてのご意見

学校保健活動でスマホの使用が大きな課題になっているが、耳鼻咽喉科に重要な内容をタイムリーに知ることができ

有用であった。

以前には考えられないことが起きていることがわかった。

耳鼻咽喉科的な問題点がよくわかったので、今後の診療でも将来ある若者が難聴にならないように取り組んでいきたい。

想像以上に、ヘッドホン・イヤホン難聴と言う言葉が一般的になっている事に驚いた。

学術的なアプローチが良い。

具体的な内容で理解しやすく、現状の認識と問題点、その対策がよく分かった。

講演の内容をもとに、養護教諭とまた別の視点で学校保健について生徒に話が出来る。

□普通、悪い についてのご意見

開業医への訴求が今ひとつと感じた。

実際に難聴になった若者の事例がなく、机上の空論ではないことを示してほしかった。もう少し具体的な内容、対策

法などが聞けるものと思っていましたので、ちょっと残念でした。

時間が長い。資料が配布されているわけであるから、要点、重要な点だけ取り上げ、そのほかは「読んでおいてくだ

さい。」でいいのではないか。



――――

. 全体の感想

件の回答

. 来年度の協議への希望がありましたら記載してください。（一部抜粋集約）

政令市や県庁所在地市の現状が知りたい。

健診マニュアルの改訂版の説明。

学校保健の問題点と完全の洗い直し。

学校保健会の話題など。学校保健の充実について。

障害児の耳鼻咽喉科健診について、支援学校の関係者を交えて学校健診のあり方を論議してほしい。

重点健診など健診の負担軽減策も考慮して頂きたい。

現状を更にパワーアップして頂きたい。

各都道府県の難聴児の通常学級在籍状態とインクルーシブの状態を教えていただきたい。

耳鼻咽喉科健康診断マニュアルの改訂版はいつ出来る予定か知りたい。今後 PHR（Personal Health Record）が進ん

で行く予定ならば、健康診断結果通知書の様式等、全国統一形式にしていくのが良いと思う。もっと委員会としてあ

る程度形を決めて動くように号令を出しても良いのではないか

近年、医師会に所属しない医師が急増し、医師会員ではない医師は学校健診に行かなくてよいケースが多くなり、一

部の医師に負担が偏っている。日耳鼻・臨床耳鼻科医会として、すべての耳鼻咽喉科医（開業医）に担ってもらう仕

組みを作ってほしい。

. 来年度の研修会の希望がありましたら記載してください。（一部抜粋集約）

□演題について

行政とのパイプについて

言語障害と難聴の対策

機能性難聴

咽頭食物アレルギー

知的障害児や肢体不自由児の耳鼻咽喉科学校健診について

小児の睡眠障害について今年の福祉医療乳幼児担当者会議での小児の睡眠障害の講義内容が良かったので学校保健

としても同じ内容で講義をしてもらってはどうか睡眠障害は学習障害につながるので、大事な問題と思う。

今回のように時代にマッチした研修課題を取り上げることも大切である。

□会場について

会場がわかりにくい。入り口に小さくても良いから案内看板を出して欲しい。

会場のトイレが少ない。

□資料について

今年同様に資料を事前に送って頂きたい。



――――

. 本会議ならびに研修会に対して、その他ご意見がありましたら記載してください。（一部抜粋集約）

調査有難うございます【千葉県】

広く学校保健がなされることを希望します。

ハイブリッド方式での開催を希望。

地方からの参加なのでハイブリッド方式の法が有り難いが、より有意義な会にするためには、より活発な直接的な意

見交換が必要だと思う。そのために意見交換会、懇親会は設けて頂きたい。その点においては現地開催のみの方が良

いと考える。となると日程としては（土）でも（日）でも時分から時で良いと思うが、（土）開催が望ましい

と思う。

せっかく来賓の方が来て会に賛同してくれているのなら、彼らにこの全国会議の内容を持ち帰ってもらい、協力でき

ることを検討してもらうようなお土産を渡すべきではただ挨拶するだけなら時間の無駄です。

学校健診に関しては、耳鼻咽喉科医としての存在意義をもっとアピールし、沖縄の様に内科・小児科に邪険に扱われ

ないよう地位向上に努めないといけないと思います。事後措置の重要性を学校医側・学校側共にもっと周知させ少し

でも子供達が健康な生活が送れるよう、不利益を被ることが無いよう我々代表者が頑張らなければいけないと思いま

した。その為には耳鼻咽喉科医を増やし、学校医を担う魅力も啓発しなければいけないと思います。『学校医のすす

め』の発行を楽しみにしております。

削除検討の健診項目では一人でも利用する人があるなら項目は残す方向ですが、SAS や鼻出血を希望する声は少なく

とも会員の/以上です。反映を希望します。アレルギー性鼻炎と耳垢の改訂は大きな前進ですばらしいです。今回

は大きく変えられないと思いますが、今後も引き続き内容の検討をお願いします。



編 集 後 記

今回の代表者会議はコロナ以前と同様に，現地参加のみの形式で行われまし

た。参加者は計名で，ほぼ以前と同様の規模での開催となりました。アン

ケートには，せっかく対面での開催が復活したのだから，ぜひ懇親会も開催し

てほしいとのご要望もありました。日程が今回同様の日曜午後半日のみの希望

が最も多く，時閉会後の懇親会開催は時間的に厳しいものがありますが，今

後の検討課題かと考えております。

今回で回目となります「協議―今後の学校健診の在り方について」は，今

回を持って一区切りとし，その結果を耳鼻咽喉科学校健診マニュアルの改訂に

反映する予定です。やりがいのある学校健診に向けて，少しでも役に立つもの

を作成できればと考えています。

学校医未配置校，健診未実施校の調査は，今後は解消に向けて行政への働き

かけを試みながら，各地区の取り組みの工夫や問題点のさらなる把握を進める

所存です。

ヘッドホン・イヤホン難聴への対応は，日耳鼻でワーキンググループも立ち

上げられた我々耳鼻咽喉科医にとっての重要テーマの一つです。日耳鼻主導で

この疾患についての教育用ツールも作成中で，今回の研修会が皆様の関心向上

につながれば幸いです。

当委員会では今後も検討すべき課題をタイムリーに捉え，皆様の学校保健活

動に資する活動を行なっていきたいと考えております。これまで以上のご協力

をお願いしたいと存じます。 （記載 坂）
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